
2020年 3月 13日 
関西電力株式会社 

 
設置変更許可に係る審査書記載事項に対する保安規定審査の対応状況 

 
１．経緯 
有毒ガス対応の保安規定審査においては、 
○ 保安規定審査基準への適合性 
○ 災害防止上不十分な内容でないこと 

を説明するため、審査資料の構成として、 
① 保安規定審査基準と保安規定記載内容の対比 
② 上流規制（設置許可）と保安規定記載内容の対比 
③ 上流規制（工認）と保安規定記載内容の対比 
④ 有毒ガス防護に係る運用説明 
⑤ 保安規定記載内容の考え方 

の資料を用いて、審査会合及びヒアリングで説明している。 
3 月 9 日の面談における「設置変更許可に係る審査書に記載されている内容が保安規定に記
載されていることを NRAは確認する。」とのコメントを受け、添付のとおり高浜発電所設置変
更許可に係る審査書（令和 2年 1月 29日）の記載内容と保安規定変更認可申請書（令和 2年 2
月 20日補正）の記載事項を比較した。 

 
２．チェック結果 
添付のとおり、設置変更許可に係る審査書の記載内容のうち、運用事項に関しては、全て保

安規定変更認可申請書（令和 2 年 2 月 20 日補正）及び既認可保安規定において記載され、詳
細事項は保安規定に紐づく 2 次文書、3 次文書の中で具体化されるものの、設置変更許可に係
る審査書の項目に照らして、許認可マターとなる約束事項は全て保安規定に反映できているこ

とを確認した。 
なお、その上で 3月 9日の面談にて説明を求められた以下の 2点については、設置変更許可
に係る審査書の内容と保安規定記載事項及び社内標準（案）を説明することで、審査に際して

の「保安規定審査基準への適合性」、「災害防止上不十分な内容でないこと」の妥当性を説明で

きると考えている。 
① 重要操作地点の要員の防護 
② 通常～DBA事象における予期せぬ有毒ガス発生時の防護 

以上 
 
添付：設置許可審査書に対する保安規定審査段階での過不足チェック 
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設
置
許
可
審
査
書
に
対
す
る
保
安
規
定
審
査
段
階
で
の
過
不
足
チ
ェ
ッ
ク

添
 
付

行
関
西
電
力
株
式
会
社
高
浜
発
電
所
の
発
電
用
原
子
炉
設
置
変
更
許
可
申
請
書

（
１
号
、
２
号
、
３
号
及
び
４
号
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
変
更
）
に
関
す
る
審
査
書

運
用
事
項

保
安
規
定

 
該
当
項
目

保
安
規
定
記
載
内
容

1
Ⅳ
－
１

 原
子
炉
制
御
室
の
運
転
員

－

2
本
節
で
は
、
第
２
６
条
第
３
項
第
１
号
に
基
づ
き
追
加
要
求
と
な
っ
た
、
一
次
冷
却
系
統
に
係
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
損
壊
又
は
故
障
そ
の
他
の
異

常
が
発
生
し
た
場
合
に
発
電
用
原
子
炉
の
運
転
の
停
止
そ
の
他
の
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
と
る
た
め
、
従
事

者
が
支
障
な
く
原
子
炉
制
御
室
に
入
り
、
又
は
一
定
期
間
と
ど
ま
り
、
か
つ
、
当
該
措
置
を
と
る
た
め
の
操
作
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
原
子
炉
制
御

室
及
び
そ
の
近
傍
並
び
に
有
毒
ガ
ス
の
発
生
源
の
近
傍
に
お
い
て
、
工
場
等
内
に
お
け
る
有
毒
ガ
ス
の
発
生
を
検
出
す
る
た
め
の
装
置
及
び
当
該
装

置
が
有
毒
ガ
ス
の
発
生
を
検
出
し
た
場
合
に
原
子
炉
制
御
室
に
お
い
て
自
動
的
に
警
報
す
る
た
め
の
装
置
を
設
け
る
方
針
で
あ
る
か
を
確
認
し
た
。

ま
た
、
重
大
事
故
等
防
止
技
術
的
能
力
基
準
１
．
０
項
に
基
づ
き
追
加
要
求
と
な
っ
た
、
有
毒
ガ
ス
発
生
時
の
原
子
炉
制
御
室
の
運
転
員
の
防
護
措
置

に
係
る
手
順
等
が
手
順
書
に
適
切
に
整
備
さ
れ
る
方
針
で
あ
る
か
を
確
認
し
た
。

－

3
 

－

4
Ⅳ
－
１
．
１

 原
子
炉
制
御
室
等
（
第
２
６
条
関
係
）

－

5
第
２
６
条
第
３
項
第
１
号
は
、
一
次
冷
却
系
統
に
係
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
損
壊
又
は
故
障
そ
の
他
の
異
常
が
発
生
し
た
場
合
に
発
電
用
原
子
炉

の
運
転
の
停
止
そ
の
他
の
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
と
る
た
め
、
従
事
者
が
支
障
な
く
原
子
炉
制
御
室
に
入
り
、

又
は
一
定
期
間
と
ど
ま
り
、
か
つ
、
当
該
措
置
を
と
る
た
め
の
操
作
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
原
子
炉
制
御
室
及
び
そ
の
近
傍
並
び
に
有
毒
ガ
ス
の

発
生
源
の
近
傍
に
お
い
て
、
工
場
等
内
に
お
け
る
有
毒
ガ
ス
の
発
生
を
検
出
す
る
た
め
の
装
置
及
び
当
該
装
置
が
有
毒
ガ
ス
の
発
生
を
検
出
し
た
場

合
に
原
子
炉
制
御
室
に
お
い
て
自
動
的
に
警
報
す
る
た
め
の
装
置
を
設
け
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。

－

6
同
条
同
項
の
設
置
許
可
基
準
規
則
解
釈
は
、
「
当
該
措
置
を
と
る
た
め
の
操
作
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
」
に
は
、
有
毒
ガ
ス
の
発
生
に
関
し
て
、
有
毒
ガ

ス
が
原
子
炉
制
御
室
の
運
転
員
に
及
ぼ
す
影
響
に
よ
り
、
運
転
員
の
対
処
能
力
が
著
し
く
低
下
し
、
安
全
施
設
の
安
全
機
能
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
が
な

い
こ
と
を
含
む
と
し
て
お
り
、
「
有
毒
ガ
ス
の
発
生
源
」
と
は
、
有
毒
ガ
ス
の
発
生
時
に
お
い
て
、
運
転
員
の
対
処
能
力
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
も

の
を
い
う
と
し
て
お
り
、
「
工
場
等
内
に
お
け
る
有
毒
ガ
ス
の
発
生
」
と
は
、
有
毒
ガ
ス
の
発
生
源
か
ら
有
毒
ガ
ス
が
発
生
す
る
こ
と
を
い
う
と
し
て
い
る
。

－

7
 

－

8
申
請
者
は
、
第
２
６
条
の
規
定
に
適
合
す
る
た
め
、
同
条
第
３
項
第
１
号
の
追
加
要
求
規
定
に
つ
い
て
、
以
下
の
と
お
り
評
価
及
び
対
策
を
行
う
こ
と
に

よ
っ
て
、
有
毒
ガ
ス
が
運
転
員
に
及
ぼ
す
影
響
に
よ
り
、
運
転
員
の
対
処
能
力
が
著
し
く
低
下
し
、
安
全
施
設
の
安
全
機
能
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
が
な

い
設
計
と
す
る
と
し
て
い
る
。

－

9
①
影
響
評
価
ガ
イ
ド
を
参
照
し
、
固
定
源
及
び
可
動
源
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
、
有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
を
実
施
す
る
。

×
（
設
計
段
階
）

1
0
②
有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
に
当
た
っ
て
は
、
有
毒
ガ
ス
が
大
気
中
に
多
量
に
放
出
さ
れ
る
か
の
観
点
か
ら
、
有
毒
化
学
物
質
の
性
状
、
貯

蔵
状
況
等
を
踏
ま
え
固
定
源
及
び
可
動
源
を
特
定
す
る
。

×
（
設
計
段
階
）

1
1
③
固
定
源
の
有
毒
ガ
ス
影
響
を
軽
減
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
防
液
堤
等
は
、
現
場
の
設
置
状
況
を
踏
ま
え
評
価
条
件
を
設
定
す
る
。

×
（
設
計
段
階
）

1
2
④
固
定
源
に
対
し
て
は
、
運
転
員
の
吸
気
中
の
有
毒
ガ
ス
濃
度
の
評
価
結
果
が
有
毒
ガ
ス
防
護
の
た
め
の
判
断
基
準
値
を
下
回
る
よ
う
設
計
す
る
。

○
添
付
２

 
７
．
４

 
ａ
．
（
ａ
）

(a
) 
各
課
（
室
）
長
は
、
発
電
所
敷
地
内
外
に
お
い
て
貯
蔵
施
設
に
保
管
さ
れ
て
い
る
有
毒
ガ
ス
を
発

生
さ
せ
る
お
そ
れ
の
あ
る
有
毒
化
学
物
質
（
以
下
、
「
固
定
源
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
、

(b
)項
、

(c
)項
お

よ
び

c
.項
の
実
施
に
よ
り
、
運
転
員
等
の
吸
気
中
の
有
毒
ガ
ス
濃
度
を
有
毒
ガ
ス
防
護
の
た
め
の
判

断
基
準
値
を
下
回
る
よ
う
に
す
る
。

1
3
⑤
可
動
源
に
対
し
て
は
、
通
信
連
絡
設
備
に
よ
る
連
絡
、
中
央
制
御
室
換
気
設
備
（
１
号
炉
及
び
２
号
炉
）
又
は
中
央
制
御
室
空
調
装
置
（
３
号
炉
及
び

４
号
炉
）
の
隔
離
、
防
護
具
の
着
用
等
の
対
策
に
よ
り
、
運
転
員
を
防
護
で
き
る
設
計
と
す
る
。

○
添
付
２

 
７
．
４

 
ｂ
．

ｂ
．
有
毒
ガ
ス
発
生
時
の
防
護
に
関
す
る
手
順

各
課
（
室
）
長
は
、
可
動
源
に
対
し
て
、
立
会
人
の
随
行
、
通
信
連
絡
手
段
に
よ
る
連
絡
、
中
央
制
御

室
空
調
装
置
お
よ
び
緊
急
時
対
策
所
換
気
設
備
の
隔
離
、
防
護
具
の
着
用
な
ら
び
に
終
息
活
動
等

の
対
策
を
実
施
す
る
。

2



行
関
西
電
力
株
式
会
社
高
浜
発
電
所
の
発
電
用
原
子
炉
設
置
変
更
許
可
申
請
書

（
１
号
、
２
号
、
３
号
及
び
４
号
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
変
更
）
に
関
す
る
審
査
書

運
用
事
項

保
安
規
定

 
該
当
項
目

保
安
規
定
記
載
内
容

1
4
⑥
有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
に
お
い
て
、
有
毒
ガ
ス
影
響
を
軽
減
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
防
液
堤
等
は
、
必
要
に
応
じ
て
保
守
管
理
及
び
運
用

管
理
を
適
切
に
実
施
す
る
。

○
添
付
２

 
７
．
４

 
ａ
．
（
ｃ
）

添
付
２

 
７
．
４

 
ｃ
．

(c
) 
各
課
（
室
）
長
は
、
有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
に
お
い
て
、
有
毒
ガ
ス
影
響
を
軽
減
す
る

こ
と
を
期
待
す
る
堰
お
よ
び
覆
い
（
以
下
、
「
防
液
堤
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
適
切
に
運
用
管
理
を

実
施
す
る
。

ｃ
．
保
守
管
理
、
点
検

各
課
（
室
）
長
は
、
有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
に
お
い
て
、
有
毒
ガ
ス
影
響
を
軽
減
す
る
こ
と

を
期
待
す
る
防
液
堤
等
は
、
有
毒
ガ
ス
影
響
を
軽
減
す
る
機
能
を
維
持
す
る
た
め
、
保
守
管
理
計
画

に
基
づ
き
適
切
に
保
守
管
理
、
点
検
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
補
修
を
行
う
。

1
5
ま
た
、
上
記
⑤
の
通
信
連
絡
設
備
に
つ
い
て
は
、
既
許
可
申
請
に
お
い
て
審
査
し
た
第
３
５
条
に
適
合
す
る
た
め
の
通
信
連
絡
設
備
を
使
用
す
る
と
し

て
い
る
。

○
第
１
８
条
の
４

 
（
２
）

（
資
機
材
等
の
整
備
）

第
１
８
条
の
４

 ３
号
炉
お
よ
び
４
号
炉
な
ら
び
に
外
部
遮
蔽
壁
保
管
庫
に
つ
い
て
、
各
課
（
室
）
長
は
、

次
の
各
号
の
資
機
材
等
を
整
備
す
る
。

(2
) 
所
長
室
長
、
放
射
線
管
理
課
長
、
発
電
室
長
、
電
気
保
修
課
長
お
よ
び
計
装
保
修
課
長
は
、
設

計
基
準
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
用
い
る
警
報
装
置
お
よ
び
通
信
連
絡
設
備
を
整
備
し
、
警
報
装

置
お
よ
び
通
信
連
絡
設
備
の
操
作
に
関
す
る
手
順
な
ら
び
に
専
用
通
信
回
線
お
よ
び
デ
ー
タ
伝
送

設
備
の
異
常
時
の
対
応
に
関
す
る
手
順
を
定
め
る
（
３
号
炉
お
よ
び
４
号
炉
）
。
・
・
・
（
T
3
4
新
規
制
対

応
で
反
映
済
み
）

1
6

 
－

1
7
規
制
委
員
会
は
、
申
請
者
の
計
画
に
お
い
て
、
運
転
員
の
吸
気
中
の
有
毒
ガ
ス
濃
度
を
評
価
す
る
た
め
、
影
響
評
価
ガ
イ
ド
を
参
照
し
て
、
有
毒
化
学

物
質
の
性
状
、
貯
蔵
状
況
等
を
踏
ま
え
、
固
定
源
及
び
可
動
源
を
特
定
す
る
と
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

×
（
設
計
段
階
）

1
8
固
定
源
か
ら
の
有
毒
ガ
ス
に
対
し
て
は
、
運
転
員
の
対
処
能
力
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
、
防
液
堤
等
の
防
護
措
置
を
講
じ
る
こ
と
で
、
運

転
員
の
吸
気
中
の
有
毒
ガ
ス
濃
度
の
評
価
結
果
が
有
毒
ガ
ス
防
護
の
た
め
の
判
断
基
準
値
を
下
回
る
設
計
と
す
る
と
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

○
添
付
２

 
７
．
４

 
ａ
．
（
ａ
）

(a
) 
各
課
（
室
）
長
は
、
発
電
所
敷
地
内
外
に
お
い
て
貯
蔵
施
設
に
保
管
さ
れ
て
い
る
有
毒
ガ
ス
を
発

生
さ
せ
る
お
そ
れ
の
あ
る
有
毒
化
学
物
質
（
以
下
、
「
固
定
源
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
、

(b
)項
、

(c
)項
お

よ
び

c
.項
の
実
施
に
よ
り
、
運
転
員
等
の
吸
気
中
の
有
毒
ガ
ス
濃
度
を
有
毒
ガ
ス
防
護
の
た
め
の
判

断
基
準
値
を
下
回
る
よ
う
に
す
る
。

1
9
可
動
源
か
ら
の
有
毒
ガ
ス
に
対
し
て
は
、
原
子
炉
制
御
室
換
気
設
備
の
隔
離
等
の
対
策
に
よ
り
、
運
転
員
を
防
護
す
る
設
計
と
し
て
い
る
こ
と
を
確
認

し
た
。
な
お
、
既
許
可
申
請
に
お
い
て
審
査
し
た
通
信
連
絡
設
備
を
使
用
し
て
も
、
第
３
５
条
の
適
合
性
に
影
響
を
与
え
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

○
添
付
２

 
７
．
４

 
ｂ
．

ｂ
．
有
毒
ガ
ス
発
生
時
の
防
護
に
関
す
る
手
順

各
課
（
室
）
長
は
、
可
動
源
に
対
し
て
、
立
会
人
の
随
行
、
通
信
連
絡
手
段
に
よ
る
連
絡
、
中
央
制
御

室
空
調
装
置
お
よ
び
緊
急
時
対
策
所
換
気
設
備
の
隔
離
、
防
護
具
の
着
用
な
ら
び
に
終
息
活
動
等

の
対
策
を
実
施
す
る
。

2
0

予
期
せ
ぬ
有
毒
ガ
ス
の
発
生
に
対
し
て
は
、
Ⅳ
－
１
．
２
④
の
防
護
具
を
着
用
す
る
手
順
等
に
よ
り
、
運
転
員
を
防
護
す
る
と
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し

た
。

○
添
付
３

 
１
．
３
（
１
）
ケ
（
ウ
）

(ｳ
) 
安
全
・
防
災
室
長
お
よ
び
発
電
室
長
は
、
予
期
せ
ぬ
有
毒
ガ
ス
の
発
生
に
お
い
て
も
、
運
転
員

（
当
直
員
）
お
よ
び
緊
急
時
対
策
本
部
要
員
の
う
ち
初
動
対
応
を
行
う
要
員
に
対
し
て
配
備
し
た
防
護

具
を
着
用
す
る
こ
と
な
ら
び
に
防
護
具
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
り
、
事
故
対
策
に

必
要
な
各
種
の
指
示
・
操
作
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
手
順
お
よ
び
体
制
を
社
内
標
準
に
定
め
る
。

2
1
以
上
の
こ
と
よ
り
、
規
制
委
員
会
は
、
一
次
冷
却
系
統
に
係
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
損
壊
又
は
故
障
そ
の
他
の
異
常
が
発
生
し
た
場
合
に
限
ら
ず

に
、
有
毒
ガ
ス
が
発
生
し
た
場
合
に
、
運
転
員
の
対
処
能
力
が
著
し
く
低
下
し
、
安
全
施
設
の
安
全
機
能
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
設
計
と
し
て
お

り
、
発
電
用
原
子
炉
の
運
転
の
停
止
そ
の
他
の
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
と
る
た
め
、
従
事
者
が
支
障
な
く
原
子

炉
制
御
室
に
入
り
、
又
は
一
定
期
間
と
ど
ま
り
、
か
つ
、
当
該
措
置
を
と
る
た
め
の
操
作
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
設
計
と
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
こ
と
か

ら
、
第
２
６
条
に
適
合
す
る
も
の
と
判
断
し
た
。

－

2
2

 
－

2
3
Ⅳ
－
１
．
２

 重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
の
手
順
等
に
対
す
る
共
通
の
要
求
事
項
（
重
大
事
故
等
防
止
技
術
的
能
力
基
準
１
．
０
項
関
係
）

－

2
4
重
大
事
故
等
防
止
技
術
的
能
力
基
準
１
．
０
項
「
共
通
事
項
」
は
、
手
順
書
の
整
備
と
し
て
、
有
毒
ガ
ス
発
生
時
の
運
転
・
対
処
要
員
の
防
護
に
関
し

て
、
以
下
に
掲
げ
る
措
置
を
要
求
し
て
い
る
。

－

2
5

a.
運
転
・
対
処
要
員
の
吸
気
中
の
有
毒
ガ
ス
濃
度
を
有
毒
ガ
ス
防
護
の
た
め
の
判
断
基
準
値
以
下
と
す
る
た
め
の
手
順
と
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。

－

2
6

b.
予
期
せ
ぬ
有
毒
ガ
ス
の
発
生
に
対
応
す
る
た
め
、
原
子
炉
制
御
室
及
び
緊
急
時
制
御
室
の
運
転
員
並
び
に
緊
急
時
対
策
所
に
お
い
て
重
大
事
故

等
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
指
示
を
行
う
要
員
の
う
ち
初
動
対
応
を
行
う
者
に
対
す
る
防
護
具
の
配
備
、
着
用
等
運
用
面
の
対
策
を
行
う
こ
と
。

－

3



行
関
西
電
力
株
式
会
社
高
浜
発
電
所
の
発
電
用
原
子
炉
設
置
変
更
許
可
申
請
書

（
１
号
、
２
号
、
３
号
及
び
４
号
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
変
更
）
に
関
す
る
審
査
書

運
用
事
項

保
安
規
定

 
該
当
項
目

保
安
規
定
記
載
内
容

2
7

c
.設
置
許
可
基
準
規
則
第
６
２
条
等
に
規
定
す
る
通
信
連
絡
設
備
に
よ
り
、
有
毒
ガ
ス
の
発
生
を
原
子
炉
制
御
室
又
は
緊
急
時
制
御
室
の
運
転
員
か

ら
、
当
該
運
転
員
以
外
の
運
転
・
対
処
要
員
に
知
ら
せ
る
こ
と
。

－

2
8

 
－

2
9
申
請
者
は
、
中
央
制
御
室
の
運
転
員
（
当
直
員
）
の
防
護
措
置
と
し
て
、
以
下
の
と
お
り
手
順
書
を
整
備
す
る
方
針
と
し
て
い
る
。

－

3
0
①
有
毒
ガ
ス
発
生
時
に
、
事
故
対
策
に
必
要
な
各
種
の
指
示
・
操
作
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
運
転
員
（
当
直
員
）
の
吸
気
中
の
有
毒
ガ
ス
濃
度
を

有
毒
ガ
ス
防
護
の
た
め
の
判
断
基
準
値
以
下
と
す
る
た
め
の
手
順
と
体
制
を
整
備
す
る
。

○
添
付
３

 
１
．
３
（
１
）
ケ

ケ
 
安
全
・
防
災
室
長
お
よ
び
発
電
室
長
は
、
有
毒
ガ
ス
発
生
時
に
、
事
故
対
策
に
必
要
な
各
種
の

指
示
・
操
作
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
運
転
員
（
当
直
員
）
、
緊
急
時
対
策
本
部
要
員
お
よ
び
緊
急

安
全
対
策
要
員
の
吸
気
中
の
有
毒
ガ
ス
濃
度
を
有
毒
ガ
ス
防
護
の
た
め
の
判
断
基
準
値
以
下
と
す

る
た
め
の
手
順
お
よ
び
体
制
を
社
内
標
準
に
定
め
る
。

3
1
②
固
定
源
に
対
し
て
は
、
運
転
員
（
当
直
員
）
の
吸
気
中
の
有
毒
ガ
ス
濃
度
を
有
毒
ガ
ス
防
護
の
た
め
の
判
断
基
準
値
を
下
回
る
よ
う
に
す
る
。

○
添
付
３

 
１
．
３
（
１
）
ケ
（
ア
）

(ｱ
) 
安
全
・
防
災
室
長
は
、
発
電
所
敷
地
内
外
の
固
定
源
に
対
し
て
、
有
毒
化
学
物
質
の
確
認
、
防

液
堤
等
の
運
用
管
理
お
よ
び
防
液
堤
等
の
保
守
管
理
の
実
施
に
よ
り
、
運
転
員
（
当
直
員
）
、
緊
急

時
対
策
本
部
要
員
お
よ
び
緊
急
安
全
対
策
要
員
の
吸
気
中
の
有
毒
ガ
ス
濃
度
を
有
毒
ガ
ス
防
護
の

た
め
の
判
断
基
準
値
を
下
回
る
よ
う
に
す
る
手
順
お
よ
び
体
制
を
社
内
標
準
に
定
め
る
。

3
2
③
可
動
源
に
対
し
て
は
、
換
気
空
調
設
備
の
隔
離
等
に
よ
り
、
運
転
員
（
当
直
員
）
が
事
故
対
策
に
必
要
な
各
種
の
指
示
・
操
作
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
す
る
。

○
添
付
３

 
１
．
３
（
１
）
ケ
（
イ
）

(ｲ
) 
安
全
・
防
災
室
長
お
よ
び
発
電
室
長
は
、
可
動
源
に
対
し
て
、
運
転
員
（
当
直
員
）
お
よ
び
緊
急

時
対
策
本
部
要
員
が
事
故
対
策
に
必
要
な
各
種
の
指
示
・
操
作
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
立
会
人

の
随
行
、
通
信
連
絡
手
段
に
よ
る
連
絡
、
中
央
制
御
室
空
調
装
置
お
よ
び
緊
急
時
対
策
所
換
気
設

備
の
隔
離
、
防
護
具
の
着
用
な
ら
び
に
終
息
活
動
等
の
手
順
を
社
内
標
準
に
定
め
る
。

3
3
④
予
期
せ
ぬ
有
毒
ガ
ス
の
発
生
に
お
い
て
も
、
運
転
員
（
当
直
員
）
に
対
し
て
配
備
し
た
防
護
具
を
着
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
事
故
対
策
に
必
要
な
各
種

の
指
示
・
操
作
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
手
順
と
体
制
を
整
備
す
る
。

○
添
付
３

 
１
．
３
（
１
）
ケ
（
ウ
）

(ｳ
) 
安
全
・
防
災
室
長
お
よ
び
発
電
室
長
は
、
予
期
せ
ぬ
有
毒
ガ
ス
の
発
生
に
お
い
て
も
、
運
転
員

（
当
直
員
）
お
よ
び
緊
急
時
対
策
本
部
要
員
の
う
ち
初
動
対
応
を
行
う
要
員
に
対
し
て
配
備
し
た
防
護

具
を
着
用
す
る
こ
と
な
ら
び
に
防
護
具
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
り
、
事
故
対
策
に

必
要
な
各
種
の
指
示
・
操
作
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
手
順
お
よ
び
体
制
を
社
内
標
準
に
定
め
る
。

3
4
⑤
有
毒
ガ
ス
の
発
生
に
よ
る
異
常
を
検
知
し
た
場
合
、
通
信
連
絡
設
備
に
よ
り
、
有
毒
ガ
ス
の
発
生
を
発
電
所
内
の
必
要
な
要
員
に
周
知
す
る
手
順
を

整
備
す
る
。

○
添
付
３

 
１
．
３
（
１
）
ケ
（
エ
）

(ｴ
) 
安
全
・
防
災
室
長
は
、
有
毒
ガ
ス
の
発
生
に
よ
る
異
常
を
検
知
し
た
場
合
は
、
運
転
員
（
当
直

員
）
に
連
絡
し
、
運
転
員
（
当
直
員
）
が
通
信
連
絡
設
備
に
よ
り
、
発
電
所
内
の
必
要
な
要
員
に
有
毒

ガ
ス
の
発
生
を
周
知
す
る
手
順
を
社
内
標
準
に
定
め
る
。

3
5
ま
た
、
上
記
⑤
の
通
信
連
絡
設
備
に
つ
い
て
は
、
既
許
可
申
請
に
お
い
て
審
査
し
た
第
６
２
条
に
適
合
す
る
た
め
の
通
信
連
絡
設
備
を
使
用
し
、
重
大

事
故
等
防
止
技
術
的
能
力
基
準
１
．
１
９
項
の
手
順
に
よ
る
と
し
て
い
る
。

○
添
付
３

 
表
－
１
９

表
－
１
９

操
作
手
順

１
．
通
信
連
絡
に
関
す
る
手
順
等

②
 対
応
手
段
等
・
・
・
（
T
3
4
新
規
制
対
応
で
反
映
済
み
）

3
6

 
－

3
7
規
制
委
員
会
は
、
申
請
者
の
計
画
に
お
い
て
、
固
定
源
及
び
可
動
源
か
ら
の
有
毒
ガ
ス
並
び
に
予
期
せ
ぬ
有
毒
ガ
ス
の
発
生
に
対
す
る
原
子
炉
制

御
室
の
運
転
員
の
防
護
措
置
と
し
て
、
上
記
①

 か
ら
⑤
の
手
順
等
を
手
順
書
に
整
備
す
る
と
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

○
添
付
３

 
１
．
３
（
１
）
ケ

添
付
３

 
１
．
３
（
１
）
ケ
（
ア
）
～
（
エ
）

添
付
３

 
表
－
１
９

（
上
述
の
と
お
り
）

3
8
固
定
源
か
ら
の
有
毒
ガ
ス
に
対
し
て
は
、
防
液
堤
等
の
防
護
措
置
を
講
じ
る
こ
と
で
、
運
転
員
の
吸
気
中
の
有
毒
ガ
ス
濃
度
が
有
毒
ガ
ス
防
護
の
た
め

の
判
断
基
準
値
を
下
回
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
の
手
順
を
整
備
す
る
と
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

○
添
付
３

 
１
．
３
（
１
）
ケ
（
ア
）

(ｱ
) 
安
全
・
防
災
室
長
は
、
発
電
所
敷
地
内
外
の
固
定
源
に
対
し
て
、
有
毒
化
学
物
質
の
確
認
、
防

液
堤
等
の
運
用
管
理
お
よ
び
防
液
堤
等
の
保
守
管
理
の
実
施
に
よ
り
、
運
転
員
（
当
直
員
）
、
緊
急

時
対
策
本
部
要
員
お
よ
び
緊
急
安
全
対
策
要
員
の
吸
気
中
の
有
毒
ガ
ス
濃
度
を
有
毒
ガ
ス
防
護
の

た
め
の
判
断
基
準
値
を
下
回
る
よ
う
に
す
る
手
順
お
よ
び
体
制
を
社
内
標
準
に
定
め
る
。

3
9
可
動
源
か
ら
の
有
毒
ガ
ス
に
対
し
て
は
、
原
子
炉
制
御
室
換
気
設
備
の
隔
離
等
の
操
作
手
順
等
を
整
備
す
る
と
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
な
お
、
既

許
可
申
請
に
お
い
て
審
査
し
た
通
信
連
絡
設
備
を
使
用
し
て
も
、
第
６
２
条
及
び
重
大
事
故
等
防
止
技
術
的
能
力
基
準
１
．
１
９
項
（
以
下
「
第
６
２
条

等
」
と
い
う
。
）
の
適
合
性
に
影
響
を
与
え
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

○
添
付
３

 
１
．
３
（
１
）
ケ
（
イ
）

添
付
３

 
表
－
１
９

(ｲ
) 
安
全
・
防
災
室
長
お
よ
び
発
電
室
長
は
、
可
動
源
に
対
し
て
、
運
転
員
（
当
直
員
）
お
よ
び
緊
急

時
対
策
本
部
要
員
が
事
故
対
策
に
必
要
な
各
種
の
指
示
・
操
作
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
立
会
人

の
随
行
、
通
信
連
絡
手
段
に
よ
る
連
絡
、
中
央
制
御
室
空
調
装
置
お
よ
び
緊
急
時
対
策
所
換
気
設

備
の
隔
離
、
防
護
具
の
着
用
な
ら
び
に
終
息
活
動
等
の
手
順
を
社
内
標
準
に
定
め
る
。

4



行
関
西
電
力
株
式
会
社
高
浜
発
電
所
の
発
電
用
原
子
炉
設
置
変
更
許
可
申
請
書

（
１
号
、
２
号
、
３
号
及
び
４
号
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
変
更
）
に
関
す
る
審
査
書

運
用
事
項

保
安
規
定

 
該
当
項
目

保
安
規
定
記
載
内
容

4
0

予
期
せ
ぬ
有
毒
ガ
ス
の
発
生
に
対
し
て
は
、
防
護
具
を
配
備
し
、
着
用
の
指
示
、
操
作
を
行
う
手
順
等
を
整
備
す
る
と
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

○
添
付
３

 
１
．
３
（
１
）
ケ
（
ウ
）

(ｳ
) 
安
全
・
防
災
室
長
お
よ
び
発
電
室
長
は
、
予
期
せ
ぬ
有
毒
ガ
ス
の
発
生
に
お
い
て
も
、
運
転
員

（
当
直
員
）
お
よ
び
緊
急
時
対
策
本
部
要
員
の
う
ち
初
動
対
応
を
行
う
要
員
に
対
し
て
配
備
し
た
防
護

具
を
着
用
す
る
こ
と
な
ら
び
に
防
護
具
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
り
、
事
故
対
策
に

必
要
な
各
種
の
指
示
・
操
作
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
手
順
お
よ
び
体
制
を
社
内
標
準
に
定
め
る
。

4
1
以
上
の
こ
と
よ
り
、
規
制
委
員
会
は
、
重
大
事
故
等
防
止
技
術
的
能
力
基
準
１
．
０
項
の
要
求
事
項
に
適
合
す
る
も
の
と
判
断
し
た
。

－

4
2

 
－

4
3
Ⅳ
－
１
．
３

 審
査
過
程
に
お
け
る
主
な
論
点

－

4
4
審
査
の
過
程
に
お
い
て
、
規
制
委
員
会
が
特
に
指
摘
を
行
い
、
確
認
し
た
点
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
た
、
後
述
の
「
Ⅳ
－
２

 緊
急
時
対
策
所
の

要
員
」
、
「
Ⅳ
－
３

 重
要
操
作
地
点
の
操
作
要
員
」
、
「
Ⅳ
－
４

 緊
急
時
制
御
室
の
運
転
員
」
に
お
い
て
も
同
様
に
確
認
し
た
。

－

4
5
（
１
）
  
敷
地
内
固
定
源
か
ら
の
有
毒
ガ
ス
に
対
す
る
防
護
措
置

－

4
6
申
請
者
は
、
固
定
源
か
ら
の
有
毒
ガ
ス
濃
度
評
価
の
結
果
、
運
転
・
対
処
要
員
の
防
護
の
た
め
の
判
断
基
準
値
を
下
回
る
こ
と
か
ら
、
有
毒
ガ
ス
が
発

生
し
た
場
合
で
も
運
転
・
対
処
要
員
の
対
処
能
力
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
が
な
く
、
第
２
６
条
第
３
項
第
１
号
に
基
づ
き
追
加
要
求
と
な
っ
た
「
工
場
等
内
に

お
け
る
有
毒
ガ
ス
の
発
生
を
検
出
す
る
た
め
の
装
置
及
び
当
該
装
置
が
有
毒
ガ
ス
の
発
生
を
検
出
し
た
場
合
に
原
子
炉
制
御
室
に
お
い
て
自
動
的
に

警
報
す
る
た
め
の
装
置
」
を
設
け
な
い
方
針
と
し
た
。
規
制
委
員
会
は
申
請
者
に
対
し
て
、
適
切
に
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
観
点
か
ら
、

敷
地
内
固
定
源
の
防
液
堤
等
の
評
価
条
件
の
設
定
を
含
め
て
、
運
転
・
対
処
要
員
の
吸
気
中
の
有
毒
ガ
ス
濃
度
評
価
を
影
響
評
価
ガ
イ
ド
に
沿
っ
て

実
施
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
説
明
を
求
め
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
申
請
者
は
、
影
響
評
価
ガ
イ
ド
に
沿
っ
て
敷
地
内
固
定
源
の
防
液
堤
等
の
現
場
状
況

に
応
じ
て
有
毒
化
学
物
質
の
広
が
り
面
積
等
の
条
件
を
設
定
し
て
い
る
こ
と
、
影
響
評
価
ガ
イ
ド
に
準
じ
て
敷
地
内
固
定
源
の
特
定
の
た
め
の
判
定
基

準
を
定
め
て
固
定
源
を
特
定
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
示
し
た
上
で
、
こ
れ
ら
に
基
づ
き
評
価
し
た
運
転
・
対
処
要
員
の
吸
気
中
の
有
毒
ガ
ス
濃
度
は
防
護

の
た
め
の
判
断
基
準
値
よ
り
小
さ
い
こ
と
を
示
し
た
。
ま
た
、
防
液
堤
か
ら
の
漏
え
い
に
対
し
て
は
、
周
囲
に
設
置
さ
れ
た
側
溝
等
に
よ
っ
て
、
拡
大
が

抑
制
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
た
。

×
（
設
計
段
階
）

4
7
こ
れ
に
よ
り
、
規
制
委
員
会
は
、
評
価
条
件
の
設
定
含
め
有
毒
ガ
ス
濃
度
評
価
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
敷
地
内
固
定

源
か
ら
の
有
毒
ガ
ス
に
対
す
る
申
請
者
の
防
護
措
置
の
妥
当
性
に
つ
い
て
確
認
し
た
。

－

4
8
（
２
）
  
可
動
源
か
ら
の
有
毒
ガ
ス
に
対
す
る
防
護
措
置

－

4
9
申
請
者
は
、
可
動
源
か
ら
の
有
毒
ガ
ス
に
つ
い
て
、
可
動
源
に
立
会
人
を
随
伴
さ
せ
、
立
会
人
が
有
毒
ガ
ス
の
発
生
を
発
見
し
た
場
合
に
通
信
連
絡

設
備
を
使
用
し
て
原
子
炉
制
御
室
運
転
員
に
連
絡
す
る
こ
と
で
、
原
子
炉
制
御
室
等
の
換
気
設
備
の
隔
離
な
ど
の
防
護
の
た
め
の
手
順
に
着
手
で
き

る
こ
と
か
ら
、
第
２
６
条
第
３
項
第
１
号
に
基
づ
き
追
加
要
求
と
な
っ
た
「
工
場
等
内
に
お
け
る
有
毒
ガ
ス
の
発
生
を
検
出
す
る
た
め
の
装
置
及
び
当
該

装
置
が
有
毒
ガ
ス
の
発
生
を
検
出
し
た
場
合
に
原
子
炉
制
御
室
に
お
い
て
自
動
的
に
警
報
す
る
た
め
の
装
置
」
を
設
け
な
い
方
針
と
し
た
。

○
（
Ｄ
Ｂ
）
添
付
２

 
７
．
４

 
ｂ
．

（
Ｓ
Ａ
）
添
付
３

 
１
．
３
（
１
）
ケ
（
イ
）

ｂ
．
有
毒
ガ
ス
発
生
時
の
防
護
に
関
す
る
手
順

各
課
（
室
）
長
は
、
可
動
源
に
対
し
て
、
立
会
人
の
随
行
、
通
信
連
絡
手
段
に
よ
る
連
絡
、
中
央
制
御

室
空
調
装
置
お
よ
び
緊
急
時
対
策
所
換
気
設
備
の
隔
離
、
防
護
具
の
着
用
な
ら
び
に
終
息
活
動
等

の
対
策
を
実
施
す
る
。

(ｲ
) 
安
全
・
防
災
室
長
お
よ
び
発
電
室
長
は
、
可
動
源
に
対
し
て
、
運
転
員
（
当
直
員
）
お
よ
び
緊
急

時
対
策
本
部
要
員
が
事
故
対
策
に
必
要
な
各
種
の
指
示
・
操
作
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
立
会
人

の
随
行
、
通
信
連
絡
手
段
に
よ
る
連
絡
、
中
央
制
御
室
空
調
装
置
お
よ
び
緊
急
時
対
策
所
換
気
設

備
の
隔
離
、
防
護
具
の
着
用
な
ら
び
に
終
息
活
動
等
の
手
順
を
社
内
標
準
に
定
め
る
。

5



行
関
西
電
力
株
式
会
社
高
浜
発
電
所
の
発
電
用
原
子
炉
設
置
変
更
許
可
申
請
書

（
１
号
、
２
号
、
３
号
及
び
４
号
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
変
更
）
に
関
す
る
審
査
書

運
用
事
項

保
安
規
定

 
該
当
項
目

保
安
規
定
記
載
内
容

5
0
規
制
委
員
会
は
申
請
者
に
対
し
て
、
適
切
に
有
毒
ガ
ス
の
検
知
及
び
連
絡
が
な
さ
れ
る
か
確
認
す
る
観
点
か
ら
、
手
順
等
の
整
備
方
針
の
説
明
を
求

め
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
申
請
者
は
、
立
会
人
は
防
護
の
た
め
に
必
要
な
教
育
訓
練
を
受
け
た
化
学
物
質
の
管
理
を
行
う
者
と
す
る
こ
と
、
可
動
源
と
な

る
車
両
が
敷
地
内
に
留
ま
っ
て
い
る
間
は
、
可
動
源
と
は
別
の
自
動
車
に
防
護
具
等
の
必
要
な
機
材
を
載
せ
て
随
伴
す
る
こ
と
、
原
子
炉
制
御
室
へ

の
連
絡
は
既
許
可
申
請
に
お
い
て
審
査
し
た
通
信
連
絡
設
備
を
使
用
す
る
こ
と
を
示
し
た
。

○
立
会
人
の
教
育
訓
練
：

 
（
社
員
）
添
付
２

 
７
．
２
（
１
）
（
２
）

 
（
社
外
）
第
３
条
７
．
４

可
動
源
随
伴
時
の
防
護
具
：

 
（
Ｄ
Ｂ
）
添
付
２

 
７
．
４

 
ｂ
．

 
（
Ｓ
Ａ
）
添
付
３

 
１
．
３
（
１
）
ケ
（
イ
）

原
子
炉
制
御
室
へ
の
連
絡
：

 
（
Ｄ
Ｂ
）
添
付
２

 
７
．
４

 
ｂ
．

 
（
Ｓ
Ａ
）
添
付
３

 
１
．
３
（
１
）
ケ
（
イ
）

(1
) 
安
全
・
防
災
室
長
は
、
全
所
員
に
対
し
て
、
有
毒
ガ
ス
発
生
時
に
お
け
る
運
転
員
等
の
防
護
の
た

め
の
活
動
に
係
る
教
育
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
。

(2
) 
安
全
・
防
災
室
長
は
、
運
転
員
等
、
立
会
人
お
よ
び
終
息
活
動
を
行
う
要
員
に
対
し
て
、
有
毒
ガ

ス
発
生
時
に
お
け
る
防
護
具
の
着
用
の
た
め
の
教
育
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
。

（
品
質
保
証
計
画
）

第
 ３

 条
 ７
．
４

 調
達
・
・
・
（
従
前
か
ら
の
記
載
）

ｂ
．
有
毒
ガ
ス
発
生
時
の
防
護
に
関
す
る
手
順

各
課
（
室
）
長
は
、
可
動
源
に
対
し
て
、
立
会
人
の
随
行
、
通
信
連
絡
手
段
に
よ
る
連
絡
、
中
央
制
御

室
空
調
装
置
お
よ
び
緊
急
時
対
策
所
換
気
設
備
の
隔
離
、
防
護
具
の
着
用
な
ら
び
に
終
息
活
動
等

の
対
策
を
実
施
す
る
。

(ｲ
) 
安
全
・
防
災
室
長
お
よ
び
発
電
室
長
は
、
可
動
源
に
対
し
て
、
運
転
員
（
当
直
員
）
お
よ
び
緊
急

時
対
策
本
部
要
員
が
事
故
対
策
に
必
要
な
各
種
の
指
示
・
操
作
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
立
会
人

の
随
行
、
通
信
連
絡
手
段
に
よ
る
連
絡
、
中
央
制
御
室
空
調
装
置
お
よ
び
緊
急
時
対
策
所
換
気
設

備
の
隔
離
、
防
護
具
の
着
用
な
ら
び
に
終
息
活
動
等
の
手
順
を
社
内
標
準
に
定
め
る
。

5
1
こ
れ
に
よ
り
、
規
制
委
員
会
は
、
手
順
等
が
適
切
に
整
備
さ
れ
る
方
針
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
可
動
源
か
ら
の
有
毒
ガ
ス
に
対
す
る
申
請

者
の
防
護
措
置
の
妥
当
性
に
つ
い
て
確
認
し
た
。

－

5
2

 
－

5
3
Ⅳ
－
２

 緊
急
時
対
策
所
の
要
員

－

5
4
本
節
で
は
、
第
３
４
条
第
２
項
に
基
づ
き
追
加
要
求
と
な
っ
た
、
緊
急
時
対
策
所
及
び
そ
の
近
傍
並
び
に
有
毒
ガ
ス
の
発
生
源
の
近
傍
に
は
、
有
毒
ガ

ス
が
発
生
し
た
場
合
に
適
切
な
措
置
を
と
る
た
め
、
工
場
等
内
に
お
け
る
有
毒
ガ
ス
の
発
生
を
検
出
す
る
た
め
の
装
置
及
び
当
該
装
置
が
有
毒
ガ
ス

の
発
生
を
検
出
し
た
場
合
に
緊
急
時
対
策
所
に
お
い
て
自
動
的
に
警
報
す
る
た
め
の
装
置
そ
の
他
の
適
切
に
防
護
す
る
た
め
の
設
備
を
設
け
る
方

針
で
あ
る
か
を
確
認
し
た
。
ま
た
、
重
大
事
故
等
防
止
技
術
的
能
力
基
準
１
．
０
項
に
基
づ
き
追
加
要
求
と
な
っ
た
、
有
毒
ガ
ス
発
生
時
の
緊
急
時
対
策

所
に
お
い
て
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
要
員
の
防
護
措
置
に
係
る
手
順
等
が
手
順
書
に
適
切
に
整
備
さ
れ
る
方
針
で
あ
る
か
を
確

認
し
た
。

－

5
5

 
－

5
6
Ⅳ
－
２
．
１

 緊
急
時
対
策
所
（
第
３
４
条
関
係
）

－

5
7
第
３
４
条
第
２
項
は
、
緊
急
時
対
策
所
及
び
そ
の
近
傍
並
び
に
有
毒
ガ
ス
の
発
生
源
の
近
傍
に
は
、
有
毒
ガ
ス
が
発
生
し
た
場
合
に
適
切
な
措
置
を
と

る
た
め
、
工
場
等
内
に
お
け
る
有
毒
ガ
ス
の
発
生
を
検
出
す
る
た
め
の
装
置
及
び
当
該
装
置
が
有
毒
ガ
ス
の
発
生
を
検
出
し
た
場
合
に
緊
急
時
対
策

所
に
お
い
て
自
動
的
に
警
報
す
る
た
め
の
装
置
そ
の
他
の
適
切
に
防
護
す
る
た
め
の
設
備
を
設
け
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。

－

5
8
同
条
同
項
の
設
置
許
可
基
準
規
則
解
釈
は
、
「
有
毒
ガ
ス
の
発
生
源
」
と
は
、
有
毒
ガ
ス
の
発
生
時
に
お
い
て
、
指
示
要
員
の
対
処
能
力
が
損
な
わ
れ

る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
を
い
う
と
し
て
お
り
、
「
有
毒
ガ
ス
が
発
生
し
た
場
合
」
と
は
、
有
毒
ガ
ス
が
緊
急
時
対
策
所
の
指
示
要
員
に
及
ぼ
す
影
響
に
よ

り
、
指
示
要
員
の
対
処
能
力
が
著
し
く
低
下
し
、
安
全
施
設
の
安
全
機
能
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
い
う
と
し
て
い
る
。

－

5
9

 
－

6
0
申
請
者
は
、
第
３
４
条
の
規
定
に
適
合
す
る
た
め
、
同
条
第
２
項
の
追
加
要
求
規
定
に
つ
い
て
、
以
下
の
と
お
り
評
価
及
び
対
策
を
行
う
こ
と
に
よ
っ

て
、
有
毒
ガ
ス
が
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
指
示
を
行
う
要
員
に
及
ぼ
す
影
響
に
よ
り
、
当
該
要
員
の
対
処
能
力
が
著
し
く
低
下
し
、

安
全
施
設
の
安
全
機
能
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
設
計
と
す
る
と
し
て
い
る
。

－

6
1
①
有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
は
、
Ⅳ
－
１
．
１
①
と
同
様
に
実
施
す
る
。

×
（
設
計
段
階
）

6
2
②
特
定
し
た
固
定
源
及
び
可
動
源
は
、
Ⅳ
－
１
．
１
②
と
す
る
。

×
（
設
計
段
階
）

6
3
③
設
定
し
た
評
価
条
件
は
、
Ⅳ
－
１
．
１
③
と
す
る
。

×
（
設
計
段
階
）

6



行
関
西
電
力
株
式
会
社
高
浜
発
電
所
の
発
電
用
原
子
炉
設
置
変
更
許
可
申
請
書

（
１
号
、
２
号
、
３
号
及
び
４
号
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
変
更
）
に
関
す
る
審
査
書

運
用
事
項

保
安
規
定

 
該
当
項
目

保
安
規
定
記
載
内
容

6
4
④
固
定
源
に
対
し
て
は
、
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
指
示
を
行
う
要
員
の
吸
気
中
の
有
毒
ガ
ス
濃
度
の
評
価
結
果
が
有
毒
ガ
ス
防
護

の
た
め
の
判
断
基
準
値
を
下
回
る
よ
う
設
計
す
る
。

○
添
付
２

 
７
．
４

 
ａ
．
（
ａ
）

(a
) 
各
課
（
室
）
長
は
、
発
電
所
敷
地
内
外
に
お
い
て
貯
蔵
施
設
に
保
管
さ
れ
て
い
る
有
毒
ガ
ス
を
発

生
さ
せ
る
お
そ
れ
の
あ
る
有
毒
化
学
物
質
（
以
下
、
「
固
定
源
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
、

(b
)項
、

(c
)項
お

よ
び

c
.項
の
実
施
に
よ
り
、
運
転
員
等
の
吸
気
中
の
有
毒
ガ
ス
濃
度
を
有
毒
ガ
ス
防
護
の
た
め
の
判

断
基
準
値
を
下
回
る
よ
う
に
す
る
。

6
5
⑤
可
動
源
に
対
し
て
は
、
通
信
連
絡
設
備
に
よ
る
連
絡
、
緊
急
時
対
策
所
換
気
設
備
の
隔
離
、
防
護
具
の
着
用
等
の
対
策
に
よ
り
、
重
大
事
故
等
に

対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
指
示
を
行
う
要
員
を
防
護
で
き
る
設
計
と
す
る
。

○
添
付
２

 
７
．
４

 
ｂ
．

ｂ
．
有
毒
ガ
ス
発
生
時
の
防
護
に
関
す
る
手
順

各
課
（
室
）
長
は
、
可
動
源
に
対
し
て
、
立
会
人
の
随
行
、
通
信
連
絡
手
段
に
よ
る
連
絡
、
中
央
制
御

室
空
調
装
置
お
よ
び
緊
急
時
対
策
所
換
気
設
備
の
隔
離
、
防
護
具
の
着
用
な
ら
び
に
終
息
活
動
等

の
対
策
を
実
施
す
る
。

6
6
⑥
防
液
堤
等
の
保
守
管
理
及
び
運
用
管
理
は
、
Ⅳ
－
１
．
１
⑥
と
す
る
。

○
添
付
２

 
７
．
４

 
ａ
．
（
ｃ
）

添
付
２

 
７
．
４

 
ｃ
．

(c
) 
各
課
（
室
）
長
は
、
有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
に
お
い
て
、
有
毒
ガ
ス
影
響
を
軽
減
す
る

こ
と
を
期
待
す
る
堰
お
よ
び
覆
い
（
以
下
、
「
防
液
堤
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
適
切
に
運
用
管
理
を

実
施
す
る
。

ｃ
．
保
守
管
理
、
点
検

各
課
（
室
）
長
は
、
有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
に
お
い
て
、
有
毒
ガ
ス
影
響
を
軽
減
す
る
こ
と

を
期
待
す
る
防
液
堤
等
は
、
有
毒
ガ
ス
影
響
を
軽
減
す
る
機
能
を
維
持
す
る
た
め
、
保
守
管
理
計
画

に
基
づ
き
適
切
に
保
守
管
理
、
点
検
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
補
修
を
行
う
。

6
7
ま
た
、
上
記
⑤
の
通
信
連
絡
設
備
に
つ
い
て
は
、
既
許
可
申
請
に
お
い
て
審
査
し
た
第
３
５
条
に
適
合
す
る
た
め
の
通
信
連
絡
設
備
を
使
用
す
る
と
し

て
い
る
。

○
第
１
８
条
の
４

 
（
２
）

（
資
機
材
等
の
整
備
）

第
１
８
条
の
４

 ３
号
炉
お
よ
び
４
号
炉
な
ら
び
に
外
部
遮
蔽
壁
保
管
庫
に
つ
い
て
、
各
課
（
室
）
長
は
、

次
の
各
号
の
資
機
材
等
を
整
備
す
る
。

(2
) 
所
長
室
長
、
放
射
線
管
理
課
長
、
発
電
室
長
、
電
気
保
修
課
長
お
よ
び
計
装
保
修
課
長
は
、
設

計
基
準
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
用
い
る
警
報
装
置
お
よ
び
通
信
連
絡
設
備
を
整
備
し
、
警
報
装

置
お
よ
び
通
信
連
絡
設
備
の
操
作
に
関
す
る
手
順
な
ら
び
に
専
用
通
信
回
線
お
よ
び
デ
ー
タ
伝
送

設
備
の
異
常
時
の
対
応
に
関
す
る
手
順
を
定
め
る
（
３
号
炉
お
よ
び
４
号
炉
）
。
・
・
・
（
T
3
4
新
規
制
対

応
で
反
映
済
み
）

6
8
規
制
委
員
会
は
、
申
請
者
の
計
画
に
お
い
て
、
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
要
員
（
指
示
要
員
を
含
む
。
以
下
「
対
処
要
員
」
と
い
う
。
）

の
吸
気
中
の
有
毒
ガ
ス
濃
度
を
評
価
す
る
た
め
、
特
定
し
た
固
定
源
及
び
可
動
源
は
Ⅳ
－
１
．
１
②
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

×
（
設
計
段
階
）

6
9
固
定
源
か
ら
の
有
毒
ガ
ス
に
対
し
て
は
、
対
処
要
員
の
対
処
能
力
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
、
有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
を
Ⅳ
－

１
．
１
①
と
同
様
に
行
い
、
対
処
要
員
の
吸
気
中
の
有
毒
ガ
ス
濃
度
の
評
価
結
果
が
有
毒
ガ
ス
防
護
の
た
め
の
判
断
基
準
値
を
下
回
る
設
計
と
す
る
と

し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

○
添
付
２

 
７
．
４

 
ａ
．
（
ａ
）

(a
) 
各
課
（
室
）
長
は
、
発
電
所
敷
地
内
外
に
お
い
て
貯
蔵
施
設
に
保
管
さ
れ
て
い
る
有
毒
ガ
ス
を
発

生
さ
せ
る
お
そ
れ
の
あ
る
有
毒
化
学
物
質
（
以
下
、
「
固
定
源
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
、

(b
)項
、

(c
)項
お

よ
び

c
.項
の
実
施
に
よ
り
、
運
転
員
等
の
吸
気
中
の
有
毒
ガ
ス
濃
度
を
有
毒
ガ
ス
防
護
の
た
め
の
判

断
基
準
値
を
下
回
る
よ
う
に
す
る
。

7
0
可
動
源
か
ら
の
有
毒
ガ
ス
に
対
し
て
は
、
緊
急
時
対
策
所
換
気
設
備
の
隔
離
等
の
対
策
に
よ
り
、
対
処
要
員
を
防
護
す
る
設
計
と
し
て
い
る
こ
と
を
確

認
し
た
。
な
お
、
既
許
可
申
請
に
お
い
て
審
査
し
た
通
信
連
絡
設
備
を
使
用
し
て
も
、
第
３
５
条
の
適
合
性
に
影
響
を
与
え
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

○
添
付
２

 
７
．
４

 
ｂ
．

ｂ
．
有
毒
ガ
ス
発
生
時
の
防
護
に
関
す
る
手
順

各
課
（
室
）
長
は
、
可
動
源
に
対
し
て
、
立
会
人
の
随
行
、
通
信
連
絡
手
段
に
よ
る
連
絡
、
中
央
制
御

室
空
調
装
置
お
よ
び
緊
急
時
対
策
所
換
気
設
備
の
隔
離
、
防
護
具
の
着
用
な
ら
び
に
終
息
活
動
等

の
対
策
を
実
施
す
る
。

7
1

予
期
せ
ぬ
有
毒
ガ
ス
の
発
生
に
対
し
て
は
、
Ⅳ
－
２
．
２
④
の
防
護
具
を
着
用
す
る
手
順
等
に
よ
り
、
緊
急
時
対
策
所
の
指
示
要
員
の
う
ち
初
動
対
応

を
行
う
者
を
防
護
す
る
と
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

○
添
付
３

 
１
．
３
（
１
）
ケ
（
ウ
）

(ｳ
) 
安
全
・
防
災
室
長
お
よ
び
発
電
室
長
は
、
予
期
せ
ぬ
有
毒
ガ
ス
の
発
生
に
お
い
て
も
、
運
転
員

（
当
直
員
）
お
よ
び
緊
急
時
対
策
本
部
要
員
の
う
ち
初
動
対
応
を
行
う
要
員
に
対
し
て
配
備
し
た
防
護

具
を
着
用
す
る
こ
と
な
ら
び
に
防
護
具
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
り
、
事
故
対
策
に

必
要
な
各
種
の
指
示
・
操
作
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
手
順
お
よ
び
体
制
を
社
内
標
準
に
定
め
る
。

7
2
以
上
の
こ
と
よ
り
、
規
制
委
員
会
は
、
対
処
要
員
の
対
処
能
力
が
著
し
く
低
下
し
、
安
全
施
設
の
安
全
機
能
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
設
計
と
し

て
お
り
、
有
毒
ガ
ス
が
発
生
し
た
場
合
に
適
切
な
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
設
計
と
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
こ
と
か
ら
、
第
３
４
条
に
適
合
す
る
も
の

と
判
断
し
た
。

－

7
3

 
－

7
4
Ⅳ
－
２
．
２

 重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
の
手
順
等
に
対
す
る
共
通
の
要
求
事
項
（
重
大
事
故
等
防
止
技
術
的
能
力
基
準
１
．
０
項
関
係
）

－

7
5
重
大
事
故
等
防
止
技
術
的
能
力
基
準
１
．
０
項
「
共
通
事
項
」
の
要
求
事
項
は
、
Ⅳ
－
１
．
２
と
同
じ
で
あ
る
。

－

7
6

 
－

7



行
関
西
電
力
株
式
会
社
高
浜
発
電
所
の
発
電
用
原
子
炉
設
置
変
更
許
可
申
請
書

（
１
号
、
２
号
、
３
号
及
び
４
号
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
変
更
）
に
関
す
る
審
査
書

運
用
事
項

保
安
規
定

 
該
当
項
目

保
安
規
定
記
載
内
容

7
7
申
請
者
は
、
緊
急
時
対
策
本
部
要
員
及
び
緊
急
安
全
対
策
要
員
の
防
護
措
置
と
し
て
、
以
下
の
と
お
り
手
順
書
を
整
備
す
る
方
針
と
し
て
い
る
。

－

7
8
①
有
毒
ガ
ス
発
生
時
に
、
事
故
対
策
に
必
要
な
各
種
の
指
示
・
操
作
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
緊
急
時
対
策
本
部
要
員
及
び
緊
急
安
全
対
策
要
員

の
吸
気
中
の
有
毒
ガ
ス
濃
度
を
有
毒
ガ
ス
防
護
の
た
め
の
判
断
基
準
値
以
下
と
す
る
た
め
の
手
順
と
体
制
を
整
備
す
る
。

○
添
付
３

 
１
．
３
（
１
）
ケ

ケ
 
安
全
・
防
災
室
長
お
よ
び
発
電
室
長
は
、
有
毒
ガ
ス
発
生
時
に
、
事
故
対
策
に
必
要
な
各
種
の

指
示
・
操
作
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
運
転
員
（
当
直
員
）
、
緊
急
時
対
策
本
部
要
員
お
よ
び
緊
急

安
全
対
策
要
員
の
吸
気
中
の
有
毒
ガ
ス
濃
度
を
有
毒
ガ
ス
防
護
の
た
め
の
判
断
基
準
値
以
下
と
す

る
た
め
の
手
順
お
よ
び
体
制
を
社
内
標
準
に
定
め
る
。

7
9
②
固
定
源
に
対
し
て
は
、
緊
急
時
対
策
本
部
要
員
及
び
緊
急
安
全
対
策
要
員
の
吸
気
中
の
有
毒
ガ
ス
濃
度
を
有
毒
ガ
ス
防
護
の
た
め
の
判
断
基
準

値
を
下
回
る
よ
う
に
す
る
。

○
添
付
３

 
１
．
３
（
１
）
ケ
（
ア
）

(ｱ
) 
安
全
・
防
災
室
長
は
、
発
電
所
敷
地
内
外
の
固
定
源
に
対
し
て
、
有
毒
化
学
物
質
の
確
認
、
防

液
堤
等
の
運
用
管
理
お
よ
び
防
液
堤
等
の
保
守
管
理
の
実
施
に
よ
り
、
運
転
員
（
当
直
員
）
、
緊
急

時
対
策
本
部
要
員
お
よ
び
緊
急
安
全
対
策
要
員
の
吸
気
中
の
有
毒
ガ
ス
濃
度
を
有
毒
ガ
ス
防
護
の

た
め
の
判
断
基
準
値
を
下
回
る
よ
う
に
す
る
手
順
お
よ
び
体
制
を
社
内
標
準
に
定
め
る
。

8
0
③
可
動
源
に
対
し
て
は
、
換
気
空
調
設
備
の
隔
離
等
に
よ
り
、
緊
急
時
対
策
本
部
要
員
が
事
故
対
策
に
必
要
な
各
種
の
指
示
・
操
作
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
す
る
。

○
添
付
３

 
１
．
３
（
１
）
ケ
（
イ
）

(ｲ
) 
安
全
・
防
災
室
長
お
よ
び
発
電
室
長
は
、
可
動
源
に
対
し
て
、
運
転
員
（
当
直
員
）
お
よ
び
緊
急

時
対
策
本
部
要
員
が
事
故
対
策
に
必
要
な
各
種
の
指
示
・
操
作
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
立
会
人

の
随
行
、
通
信
連
絡
手
段
に
よ
る
連
絡
、
中
央
制
御
室
空
調
装
置
お
よ
び
緊
急
時
対
策
所
換
気
設

備
の
隔
離
、
防
護
具
の
着
用
な
ら
び
に
終
息
活
動
等
の
手
順
を
社
内
標
準
に
定
め
る
。

8
1
④
予
期
せ
ぬ
有
毒
ガ
ス
の
発
生
に
お
い
て
も
、
緊
急
時
対
策
本
部
要
員
の
う
ち
初
動
対
応
を
行
う
者
に
対
し
て
配
備
し
た
防
護
具
を
着
用
す
る
こ
と
に

よ
り
、
事
故
対
策
に
必
要
な
各
種
の
指
示
・
操
作
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
手
順
と
体
制
を
整
備
す
る
。

○
添
付
３

 
１
．
３
（
１
）
ケ
（
ウ
）

(ｳ
) 
安
全
・
防
災
室
長
お
よ
び
発
電
室
長
は
、
予
期
せ
ぬ
有
毒
ガ
ス
の
発
生
に
お
い
て
も
、
運
転
員

（
当
直
員
）
お
よ
び
緊
急
時
対
策
本
部
要
員
の
う
ち
初
動
対
応
を
行
う
要
員
に
対
し
て
配
備
し
た
防
護

具
を
着
用
す
る
こ
と
な
ら
び
に
防
護
具
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
り
、
事
故
対
策
に

必
要
な
各
種
の
指
示
・
操
作
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
手
順
お
よ
び
体
制
を
社
内
標
準
に
定
め
る
。

8
2
ま
た
、
上
記
③
に
お
い
て
、
中
央
制
御
室
運
転
員
か
ら
有
毒
ガ
ス
発
生
の
連
絡
を
受
け
る
た
め
の
通
信
連
絡
設
備
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
既
許
可
申

請
に
お
い
て
審
査
し
た
第
６
２
条
に
適
合
す
る
た
め
の
通
信
連
絡
設
備
を
使
用
し
、
重
大
事
故
等
防
止
技
術
的
能
力
基
準
１
．
１
９
項
の
手
順
に
よ
る
と

し
て
い
る
。

○
添
付
３

 
表
－
１
９

表
－
１
９

操
作
手
順

１
．
通
信
連
絡
に
関
す
る
手
順
等

②
 対
応
手
段
等
・
・
・
（
T
3
4
新
規
制
対
応
で
反
映
済
み
）

8
3

 
－

8
4
規
制
委
員
会
は
、
申
請
者
の
計
画
に
お
い
て
、
緊
急
時
対
策
本
部
要
員
及
び
緊
急
安
全
対
策
要
員
は
対
処
要
員
で
あ
る
こ
と
、
固
定
源
及
び
可
動
源

か
ら
の
有
毒
ガ
ス
並
び
に
予
期
せ
ぬ
有
毒
ガ
ス
の
発
生
に
対
す
る
緊
急
時
対
策
所
の
対
処
要
員
の
防
護
措
置
と
し
て
、
上
記
①
か
ら
④
の
手
順
等
を

手
順
書
に
整
備
す
る
と
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

○
添
付
３

 
１
．
３
（
１
）
ケ

添
付
３

 
１
．
３
（
１
）
ケ
（
ア
）
～
（
ウ
）

上
述
の
と
お
り

8
5
固
定
源
か
ら
の
有
毒
ガ
ス
に
対
し
て
は
、
防
液
堤
等
の
防
護
措
置
を
講
じ
る
こ
と
で
、
対
処
要
員
の
吸
気
中
の
有
毒
ガ
ス
濃
度
が
有
毒
ガ
ス
防
護
の
た

め
の
判
断
基
準
値
を
下
回
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
の
手
順
を
整
備
す
る
と
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

○
添
付
３

 
１
．
３
（
１
）
ケ
（
ア
）

(ｱ
) 
安
全
・
防
災
室
長
は
、
発
電
所
敷
地
内
外
の
固
定
源
に
対
し
て
、
有
毒
化
学
物
質
の
確
認
、
防

液
堤
等
の
運
用
管
理
お
よ
び
防
液
堤
等
の
保
守
管
理
の
実
施
に
よ
り
、
運
転
員
（
当
直
員
）
、
緊
急

時
対
策
本
部
要
員
お
よ
び
緊
急
安
全
対
策
要
員
の
吸
気
中
の
有
毒
ガ
ス
濃
度
を
有
毒
ガ
ス
防
護
の

た
め
の
判
断
基
準
値
を
下
回
る
よ
う
に
す
る
手
順
お
よ
び
体
制
を
社
内
標
準
に
定
め
る
。

8
6
可
動
源
か
ら
の
有
毒
ガ
ス
に
対
し
て
は
、
緊
急
時
対
策
所
換
気
設
備
の
隔
離
等
の
操
作
手
順
等
を
整
備
す
る
と
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
な
お
、
既

許
可
申
請
に
お
い
て
審
査
し
た
通
信
連
絡
設
備
を
使
用
し
て
も
、
第
６
２
条
等
の
適
合
性
に
影
響
を
与
え
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

○
添
付
３

 
１
．
３
（
１
）
ケ
（
イ
）

(ｲ
) 
安
全
・
防
災
室
長
お
よ
び
発
電
室
長
は
、
可
動
源
に
対
し
て
、
運
転
員
（
当
直
員
）
お
よ
び
緊
急

時
対
策
本
部
要
員
が
事
故
対
策
に
必
要
な
各
種
の
指
示
・
操
作
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
立
会
人

の
随
行
、
通
信
連
絡
手
段
に
よ
る
連
絡
、
中
央
制
御
室
空
調
装
置
お
よ
び
緊
急
時
対
策
所
換
気
設

備
の
隔
離
、
防
護
具
の
着
用
な
ら
び
に
終
息
活
動
等
の
手
順
を
社
内
標
準
に
定
め
る
。

8
7

予
期
せ
ぬ
有
毒
ガ
ス
の
発
生
に
対
し
て
は
、
防
護
具
を
配
備
し
、
着
用
の
指
示
、
操
作
を
行
う
手
順
等
を
整
備
す
る
と
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

○
添
付
３

 
１
．
３
（
１
）
ケ
（
ウ
）

(ｳ
) 
安
全
・
防
災
室
長
お
よ
び
発
電
室
長
は
、
予
期
せ
ぬ
有
毒
ガ
ス
の
発
生
に
お
い
て
も
、
運
転
員

（
当
直
員
）
お
よ
び
緊
急
時
対
策
本
部
要
員
の
う
ち
初
動
対
応
を
行
う
要
員
に
対
し
て
配
備
し
た
防
護

具
を
着
用
す
る
こ
と
な
ら
び
に
防
護
具
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
り
、
事
故
対
策
に

必
要
な
各
種
の
指
示
・
操
作
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
手
順
お
よ
び
体
制
を
社
内
標
準
に
定
め
る
。

8
8
以
上
の
こ
と
よ
り
、
規
制
委
員
会
は
、
重
大
事
故
等
防
止
技
術
的
能
力
基
準
１
．
０
項
の
要
求
事
項
に
適
合
す
る
も
の
と
判
断
し
た
。

－

8
9

 
－

8



行
関
西
電
力
株
式
会
社
高
浜
発
電
所
の
発
電
用
原
子
炉
設
置
変
更
許
可
申
請
書

（
１
号
、
２
号
、
３
号
及
び
４
号
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
変
更
）
に
関
す
る
審
査
書

運
用
事
項

保
安
規
定

 
該
当
項
目

保
安
規
定
記
載
内
容

9
0
Ⅳ
－
３

 重
要
操
作
地
点
の
操
作
要
員

－

9
1
本
節
で
は
、
重
大
事
故
等
防
止
技
術
的
能
力
基
準
１
．
０
項
に
基
づ
き
追
加
要
求
と
な
っ
た
、
有
毒
ガ
ス
発
生
時
の
重
大
事
故
等
対
処
上
特
に
重
要
な

操
作
を
行
う
要
員
の
防
護
措
置
に
係
る
手
順
等
が
手
順
書
に
適
切
に
整
備
さ
れ
る
方
針
で
あ
る
か
を
確
認
し
た
。

－

9
2

 
－

9
3
Ⅳ
－
３
．
１

 重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
の
手
順
等
に
対
す
る
共
通
の
要
求
事
項
（
重
大
事
故
等
防
止
技
術
的
能
力
基
準
１
．
０
項
関
係
）

－

9
4
重
大
事
故
等
防
止
技
術
的
能
力
基
準
１
．
０
項
「
共
通
事
項
」
の
要
求
事
項
は
、
Ⅳ
－
１
．
２
と
同
じ
で
あ
る
。

－

9
5

 
－

9
6
申
請
者
は
、
緊
急
安
全
対
策
要
員
の
防
護
措
置
と
し
て
、
以
下
の
と
お
り
手
順
書
を
整
備
す
る
方
針
と
し
て
い
る
。

－

9
7
①
固
定
源
に
対
し
て
は
、
緊
急
安
全
対
策
要
員
の
吸
気
中
の
有
毒
ガ
ス
濃
度
を
有
毒
ガ
ス
防
護
の
た
め
の
判
断
基
準
値
を
下
回
る
よ
う
に
す
る
。

○
添
付
３

 
１
．
３
（
１
）
ケ

ケ
 
安
全
・
防
災
室
長
お
よ
び
発
電
室
長
は
、
有
毒
ガ
ス
発
生
時
に
、
事
故
対
策
に
必
要
な
各
種
の

指
示
・
操
作
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
運
転
員
（
当
直
員
）
、
緊
急
時
対
策
本
部
要
員
お
よ
び
緊
急

安
全
対
策
要
員
の
吸
気
中
の
有
毒
ガ
ス
濃
度
を
有
毒
ガ
ス
防
護
の
た
め
の
判
断
基
準
値
以
下
と
す

る
た
め
の
手
順
お
よ
び
体
制
を
社
内
標
準
に
定
め
る
。

9
8
ま
た
、
Ⅳ
－
１
．
２
⑤
の
連
絡
を
中
央
制
御
室
運
転
員
か
ら
受
け
る
た
め
の
通
信
連
絡
設
備
に
つ
い
て
は
、
既
許
可
申
請
に
お
い
て
審
査
し
た
第
６
２
条

に
適
合
す
る
た
め
の
通
信
連
絡
設
備
を
使
用
し
、
重
大
事
故
等
防
止
技
術
的
能
力
基
準
１
．
１
９
項
の
手
順
に
よ
る
と
す
る
と
と
も
に
、
緊
急
安
全
対
策

要
員
の
防
護
に
つ
い
て
は
、
既
許
可
申
請
に
お
い
て
審
査
し
た
重
大
事
故
等
防
止
技
術
的
能
力
基
準
１
．
０
項
の
適
合
の
た
め
に
整
備
し
た
薬
品
保

護
具
を
着
用
す
る
手
順
等
を
整
備
す
る
と
し
て
い
る
。

○
通
信
連
絡
：

 
添
付
３

 
表
－
１
９

緊
急
安
全
対
策
要
員
の
防
護

 
添
付
３

 
１
．
１
（
３
）
ア

 
添
付
３

 
１
．
２
（
１
）
ア
（
ア
）

 
添
付
３

 
１
．
２
（
１
）
ア
（
オ
）

表
－
１
９

操
作
手
順

１
．
通
信
連
絡
に
関
す
る
手
順
等

②
 対
応
手
段
等
・
・
・
（
T
3
4
新
規
制
対
応
で
反
映
済
み
）

ア
 各
課
（
室
）
長
は
、
重
大
事
故
の
発
生
お
よ
び
拡
大
の
防
止
に
必
要
な
措
置
、
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
の

確
保
、
復
旧
作
業
お
よ
び
支
援
等
の
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
に
必
要
な
資
機
材
を
所
定
の
保

管
場
所
に
配
備
す
る
。
・
・
・
（
T
3
4
新
規
制
対
応
で
反
映
済
み
）

 (
ｱ

) 
屋
外
お
よ
び
屋
内
に
お
い
て
、
想
定
さ
れ
る
重
大
事
故
等
の
対
処
に
必
要
な
可
搬
型
重
大
事

故
等
対
処
設
備
の
保
管
場
所
か
ら
設
置
場
所
お
よ
び
接
続
場
所
ま
で
運
搬
す
る
た
め
、
ま
た
は
他

の
設
備
の
被
害
状
況
を
把
握
す
る
た
め
の
経
路
（
以
下
、
「
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
」
と
い
う
。
）
は
、
自
然
現

象
、
外
部
人
為
事
象
、
溢
水
お
よ
び
火
災
を
想
定
し
て
も
、
運
搬
、
移
動
に
支
障
を
き
た
す
こ
と
の
な

い
よ
う
、
迂
回
路
も
考
慮
し
て
複
数
の
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
を
確
保
す
る
。
・
・
・
（
T
3
4
新
規
制
対
応
で
反

映
済
み
）

(ｵ
) 
被
ば
く
を
考
慮
し
た
放
射
線
防
護
具
の
配
備
お
よ
び
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
近
傍
の
化
学
物
質
を
貯

蔵
し
て
い
る
タ
ン
ク
か
ら
の
漏
え
い
を
考
慮
し
た
薬
品
保
護
具
の
配
備
な
ら
び
に
停
電
時
お
よ
び
夜

間
時
に
確
実
に
運
搬
、
移
動
が
で
き
る
よ
う
に
、
可
搬
型
照
明
を
配
備
す
る
。
・
・
・
（
T
3
4
新
規
制
対

応
で
反
映
済
み
）

9
9

 
－

1
0
0
規
制
委
員
会
は
、
申
請
者
の
計
画
に
お
い
て
、
緊
急
安
全
対
策
要
員
は
操
作
要
員
で
あ
る
こ
と
、
重
要
操
作
地
点
の
操
作
要
員
の
防
護
措
置
と
し
て
、

上
記
①
の
手
順
等
を
手
順
書
に
整
備
す
る
と
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

○
添
付
３

 
１
．
３
（
１
）
ケ

ケ
 
安
全
・
防
災
室
長
お
よ
び
発
電
室
長
は
、
有
毒
ガ
ス
発
生
時
に
、
事
故
対
策
に
必
要
な
各
種
の

指
示
・
操
作
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
運
転
員
（
当
直
員
）
、
緊
急
時
対
策
本
部
要
員
お
よ
び
緊
急

安
全
対
策
要
員
の
吸
気
中
の
有
毒
ガ
ス
濃
度
を
有
毒
ガ
ス
防
護
の
た
め
の
判
断
基
準
値
以
下
と
す

る
た
め
の
手
順
お
よ
び
体
制
を
社
内
標
準
に
定
め
る
。

1
0
1
固
定
源
か
ら
の
有
毒
ガ
ス
に
対
し
て
は
、
防
液
堤
等
の
防
護
措
置
を
講
じ
る
こ
と
で
、
操
作
要
員
の
吸
気
中
の
有
毒
ガ
ス
濃
度
が
有
毒
ガ
ス
防
護
の
た

め
の
判
断
基
準
値
を
下
回
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
の
手
順
を
整
備
す
る
と
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

○
添
付
３

 
１
．
３
（
１
）
ケ
（
ア
）

(ｱ
) 
安
全
・
防
災
室
長
は
、
発
電
所
敷
地
内
外
の
固
定
源
に
対
し
て
、
有
毒
化
学
物
質
の
確
認
、
防

液
堤
等
の
運
用
管
理
お
よ
び
防
液
堤
等
の
保
守
管
理
の
実
施
に
よ
り
、
運
転
員
（
当
直
員
）
、
緊
急

時
対
策
本
部
要
員
お
よ
び
緊
急
安
全
対
策
要
員
の
吸
気
中
の
有
毒
ガ
ス
濃
度
を
有
毒
ガ
ス
防
護
の

た
め
の
判
断
基
準
値
を
下
回
る
よ
う
に
す
る
手
順
お
よ
び
体
制
を
社
内
標
準
に
定
め
る
。

9



行
関
西
電
力
株
式
会
社
高
浜
発
電
所
の
発
電
用
原
子
炉
設
置
変
更
許
可
申
請
書

（
１
号
、
２
号
、
３
号
及
び
４
号
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
変
更
）
に
関
す
る
審
査
書

運
用
事
項

保
安
規
定

 
該
当
項
目

保
安
規
定
記
載
内
容

1
0
2
可
動
源
か
ら
の
有
毒
ガ
ス
及
び
予
期
せ
ぬ
有
毒
ガ
ス
の
発
生
に
対
し
て
は
、
既
許
可
申
請
に
お
い
て
審
査
し
た
薬
品
保
護
具
を
着
用
す
る
手
順
等
を

整
備
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

○
添
付
３

 
１
．
１
（
３
）
ア

添
付
３

 
１
．
２
（
１
）
ア
（
ア
）

添
付
３

 
１
．
２
（
１
）
ア
（
オ
）

ア
 各
課
（
室
）
長
は
、
重
大
事
故
の
発
生
お
よ
び
拡
大
の
防
止
に
必
要
な
措
置
、
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
の

確
保
、
復
旧
作
業
お
よ
び
支
援
等
の
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
に
必
要
な
資
機
材
を
所
定
の
保

管
場
所
に
配
備
す
る
。
・
・
・
（
T
3
4
新
規
制
対
応
で
反
映
済
み
）

 (
ｱ

) 
屋
外
お
よ
び
屋
内
に
お
い
て
、
想
定
さ
れ
る
重
大
事
故
等
の
対
処
に
必
要
な
可
搬
型
重
大
事

故
等
対
処
設
備
の
保
管
場
所
か
ら
設
置
場
所
お
よ
び
接
続
場
所
ま
で
運
搬
す
る
た
め
、
ま
た
は
他

の
設
備
の
被
害
状
況
を
把
握
す
る
た
め
の
経
路
（
以
下
、
「
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
」
と
い
う
。
）
は
、
自
然
現

象
、
外
部
人
為
事
象
、
溢
水
お
よ
び
火
災
を
想
定
し
て
も
、
運
搬
、
移
動
に
支
障
を
き
た
す
こ
と
の
な

い
よ
う
、
迂
回
路
も
考
慮
し
て
複
数
の
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
を
確
保
す
る
。
・
・
・
（
T
3
4
新
規
制
対
応
で
反

映
済
み
）

(ｵ
) 
被
ば
く
を
考
慮
し
た
放
射
線
防
護
具
の
配
備
お
よ
び
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
近
傍
の
化
学
物
質
を
貯

蔵
し
て
い
る
タ
ン
ク
か
ら
の
漏
え
い
を
考
慮
し
た
薬
品
保
護
具
の
配
備
な
ら
び
に
停
電
時
お
よ
び
夜

間
時
に
確
実
に
運
搬
、
移
動
が
で
き
る
よ
う
に
、
可
搬
型
照
明
を
配
備
す
る
。
・
・
・
（
T
3
4
新
規
制
対

応
で
反
映
済
み
）

1
0
3
な
お
、
既
許
可
申
請
に
お
い
て
審
査
し
た
通
信
連
絡
設
備
及
び
薬
品
保
護
具
を
使
用
し
て
も
、
第
６
２
条
等
及
び
重
大
事
故
等
防
止
技
術
的
能
力
基

準
１
．
０
項
の
適
合
性
に
影
響
を
与
え
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

－

1
0
4
以
上
の
こ
と
よ
り
、
規
制
委
員
会
は
、
重
大
事
故
等
防
止
技
術
的
能
力
基
準
１
．
０
項
の
要
求
事
項
に
適
合
す
る
も
の
と
判
断
し
た
。

－

1
0
5

 
－

1
0
6
Ⅳ
－
４

 緊
急
時
制
御
室
の
運
転
員

－
（
申
請
範
囲
外
）

1
0
7
本
節
で
は
、
設
置
許
可
基
準
規
則
解
釈
第
４
２
条
３

(e
)に
基
づ
き
追
加
要
求
と
な
っ
た
、
緊
急
時
制
御
室
及
び
そ
の
近
傍
並
び
に
有
毒
ガ
ス
の
発
生

源
（
有
毒
ガ
ス
の
発
生
時
に
お
い
て
、
運
転
員
の
対
処
能
力
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
を
い
う
。
）
の
近
傍
に
、
有
毒
ガ
ス
の
発
生
時
に
お
い

て
、
有
毒
ガ
ス
が
緊
急
時
制
御
室
の
運
転
員
に
及
ぼ
す
影
響
に
よ
り
、
運
転
員
の
対
処
能
力
が
著
し
く
低
下
し
、
特
定
重
大
事
故
等
対
処
施
設
の
機

能
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
工
場
等
内
に
お
け
る
有
毒
ガ
ス
の
発
生
を
検
出
す
る
た
め
の
装
置
及
び
当
該
装
置
が
有
毒
ガ
ス
の
発
生
を
検

出
し
た
場
合
に
緊
急
時
制
御
室
に
お
い
て
自
動
的
に
警
報
す
る
た
め
の
装
置
そ
の
他
の
適
切
に
防
護
す
る
た
め
の
設
備
を
設
け
る
方
針
で
あ
る
か
を

確
認
し
た
。
ま
た
、
重
大
事
故
等
防
止
技
術
的
能
力
基
準
１
．
０
項
に
基
づ
き
追
加
要
求
と
な
っ
た
、
有
毒
ガ
ス
発
生
時
の
緊
急
時
制
御
室
の
運
転
員

の
防
護
措
置
に
係
る
手
順
等
が
手
順
書
に
適
切
に
整
備
さ
れ
る
方
針
で
あ
る
か
を
確
認
し
た
。

－
（
申
請
範
囲
外
）

1
0
8

 
－

（
申
請
範
囲
外
）

1
0
9
Ⅳ
－
４
．
１

 緊
急
時
制
御
室
（
第
４
２
条
関
係
）

－
（
申
請
範
囲
外
）

1
1
0
第
４
２
条
は
、
原
子
炉
建
屋
へ
の
故
意
に
よ
る
大
型
航
空
機
の
衝
突
そ
の
他
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
（
以
下
「
大
型
航
空
機
衝
突
」
と
い
う
。
）
発
生
時
に
、
原
子

炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
に
特
定
重
大
事
故
等
対
処
施
設
を
設
け
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。
同
条
の
設
置
許
可
基
準
規
則
解
釈
第
４
２

条
３

(e
)は
、
緊
急
時
制
御
室
及
び
そ
の
近
傍
並
び
に
有
毒
ガ
ス
の
発
生
源
（
有
毒
ガ
ス
の
発
生
時
に
お
い
て
、
運
転
員
の
対
処
能
力
が
損
な
わ
れ
る

お
そ
れ
が
あ
る
も
の
を
い
う
。
）
の
近
傍
に
、
有
毒
ガ
ス
の
発
生
時
に
お
い
て
、
有
毒
ガ
ス
が
緊
急
時
制
御
室
の
運
転
員
に
及
ぼ
す
影
響
に
よ
り
、
運
転

員
の
対
処
能
力
が
著
し
く
低
下
し
、
特
定
重
大
事
故
等
対
処
施
設
の
機
能
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
工
場
等
内
に
お
け
る
有
毒
ガ
ス
の
発
生

を
検
出
す
る
た
め
の
装
置
及
び
当
該
装
置
が
有
毒
ガ
ス
の
発
生
を
検
出
し
た
場
合
に
緊
急
時
制
御
室
に
お
い
て
自
動
的
に
警
報
す
る
た
め
の
装
置

そ
の
他
の
適
切
に
防
護
す
る
た
め
の
設
備
を
設
け
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。

－
（
申
請
範
囲
外
）

1
1
1

 
－

（
申
請
範
囲
外
）

1
1
2
申
請
者
は
、
第
４
２
条
の
規
定
に
適
合
す
る
た
め
、
設
置
許
可
基
準
規
則
解
釈
第
４
２
条
３

(e
) 
の
追
加
要
求
規
定
に
つ
い
て
、
以
下
の
と
お
り
評
価
及

び
対
策
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
有
毒
ガ
ス
が
特
定
重
大
事
故
等
対
処
施
設
を
操
作
す
る
た
め
に
必
要
な
要
員
（
以
下
「
特
重
施
設
要
員
」
と
い
う
。
）
に

及
ぼ
す
影
響
に
よ
り
、
当
該
要
員
の
対
処
能
力
が
著
し
く
低
下
し
、
特
定
重
大
事
故
等
対
処
施
設
の
機
能
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
設
計
と
す
る
と

し
て
い
る
。

－
（
申
請
範
囲
外
）

1
1
3
①
有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
は
、
Ⅳ
－
１
．
１
①
と
同
様
に
実
施
す
る
。

×
（
設
計
段
階
）

（
申
請
範
囲
外
）

1
1
4
②
特
定
し
た
固
定
源
及
び
可
動
源
は
、
Ⅳ
－
１
．
１
②
と
す
る
。

×
（
設
計
段
階
）

（
申
請
範
囲
外
）

1
1
5
③
設
定
し
た
評
価
条
件
は
、
Ⅳ
－
１
．
１
③
と
す
る
。

×
（
設
計
段
階
）

（
申
請
範
囲
外
）

1
1
6
④
固
定
源
に
対
し
て
は
、
特
重
施
設
要
員
の
吸
気
中
の
有
毒
ガ
ス
濃
度
の
評
価
結
果
が
有
毒
ガ
ス
防
護
の
た
め
の
判
断
基
準
値
を
下
回
る
よ
う
設
計

す
る
。

○
（
申
請
範
囲
外
）

10



行
関
西
電
力
株
式
会
社
高
浜
発
電
所
の
発
電
用
原
子
炉
設
置
変
更
許
可
申
請
書

（
１
号
、
２
号
、
３
号
及
び
４
号
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
変
更
）
に
関
す
る
審
査
書

運
用
事
項

保
安
規
定

 
該
当
項
目

保
安
規
定
記
載
内
容

1
1
7
⑤
可
動
源
に
対
し
て
は
、
通
信
連
絡
設
備
に
よ
る
連
絡
、
緊
急
時
制
御
室
換
気
空
調
系
の
隔
離
、
防
護
具
の
着
用
等
の
対
策
に
よ
り
、
特
重
施
設
要

員
を
防
護
で
き
る
設
計
と
す
る
。

○
（
申
請
範
囲
外
）

1
1
8
⑥
防
液
堤
等
の
保
守
点
検
及
び
運
用
管
理
は
、
Ⅳ
－
１
．
１
⑥
と
す
る
。

○
（
申
請
範
囲
外
）

1
1
9
ま
た
、
上
記
②
以
外
の
固
定
源
を
収
容
し
て
い
る
建
屋
に
お
い
て
大
型
航
空
機
衝
突
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
防
護
具
の
着
用
手
順
等
を
も
っ
て
、
特

重
施
設
要
員
を
防
護
で
き
る
設
計
と
す
る
と
と
も
に
、
上
記
⑤
の
通
信
連
絡
設
備
に
つ
い
て
は
、
既
許
可
申
請
に
お
い
て
審
査
し
た
第
４
２
条
に
適
合
す

る
た
め
の
通
信
連
絡
設
備
を
使
用
す
る
と
し
て
い
る
。

○
（
申
請
範
囲
外
）

1
2
0

 
－

（
申
請
範
囲
外
）

1
2
1
規
制
委
員
会
は
、
申
請
者
の
計
画
に
お
い
て
、
運
転
員
の
吸
気
中
の
有
毒
ガ
ス
濃
度
を
評
価
す
る
た
め
、
特
定
し
た
固
定
源
及
び
可
動
源
は
Ⅳ
－
１
．

１
②
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

×
（
設
計
段
階
）

（
申
請
範
囲
外
）

1
2
2
固
定
源
か
ら
の
有
毒
ガ
ス
に
対
し
て
は
、
運
転
員
の
対
処
能
力
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
、
防
護
具
の
着
用
手
順
等
を
も
っ
て
、
運
転
員
の

吸
気
中
の
有
毒
ガ
ス
濃
度
の
評
価
結
果
が
有
毒
ガ
ス
防
護
の
た
め
の
判
断
基
準
値
を
下
回
る
設
計
と
す
る
と
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

○
（
申
請
範
囲
外
）

1
2
3
可
動
源
か
ら
の
有
毒
ガ
ス
に
対
し
て
は
、
緊
急
時
制
御
室
換
気
設
備
の
隔
離
、
防
護
具
の
着
用
等
の
対
策
に
よ
り
、
運
転
員
を
防
護
す
る
設
計
と
し
て

い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
な
お
、
通
信
連
絡
設
備
を
使
用
し
て
も
、
第
４
２
条
の
適
合
性
に
影
響
を
与
え
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
予
期
せ
ぬ
有
毒
ガ
ス
の

発
生
に
対
し
て
は
、
Ⅳ
－
４
．
２
④
の
防
護
具
を
着
用
す
る
手
順
等
に
よ
り
、
運
転
員
を
防
護
す
る
と
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

○
（
申
請
範
囲
外
）

1
2
4
以
上
の
こ
と
よ
り
、
規
制
委
員
会
は
、
大
型
航
空
機
衝
突
が
発
生
し
た
場
合
に
限
ら
ず
に
、
有
毒
ガ
ス
が
発
生
し
た
場
合
に
、
運
転
員
の
対
処
能
力
が

著
し
く
低
下
し
、
特
定
重
大
事
故
等
対
処
施
設
の
機
能
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
設
計
と
し
て
お
り
、
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め

に
特
定
重
大
事
故
等
対
処
施
設
を
設
け
る
設
計
と
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
こ
と
か
ら
、
第
４
２
条
に
適
合
す
る
も
の
と
判
断
し
た
。

－
（
申
請
範
囲
外
）

1
2
5

 
－

（
申
請
範
囲
外
）

1
2
6
Ⅳ
－
４
．
２

 重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
の
手
順
等
に
対
す
る
共
通
の
要
求
事
項
（
重
大
事
故
等
防
止
技
術
的
能
力
基
準
１
．
０
項
関
係
）

－
（
申
請
範
囲
外
）

1
2
7
重
大
事
故
等
防
止
技
術
的
能
力
基
準
１
．
０
項
「
共
通
事
項
」
の
要
求
事
項
は
、
Ⅳ
－
１
．
２
と
同
じ
で
あ
る
。

－
（
申
請
範
囲
外
）

1
2
8

 
－

（
申
請
範
囲
外
）

1
2
9
申
請
者
は
、
特
重
施
設
要
員
の
防
護
措
置
と
し
て
、
以
下
の
と
お
り
手
順
書
を
整
備
す
る
と
し
て
い
る
。

－
（
申
請
範
囲
外
）

1
3
0
①
有
毒
ガ
ス
発
生
時
に
、
事
故
対
策
に
必
要
な
各
種
の
操
作
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
特
重
施
設
要
員
の
吸
気
中
の
有
毒
ガ
ス
濃
度
を
有
毒
ガ
ス

防
護
の
た
め
の
判
断
基
準
値
以
下
と
す
る
た
め
の
手
順
と
体
制
を
整
備
す
る
。

○
（
申
請
範
囲
外
）

1
3
1
②
固
定
源
に
対
し
て
は
、
特
重
施
設
要
員
の
吸
気
中
の
有
毒
ガ
ス
濃
度
を
有
毒
ガ
ス
防
護
の
た
め
の
判
断
基
準
値
を
下
回
る
よ
う
に
す
る
。

○
（
申
請
範
囲
外
）

1
3
2
③
可
動
源
に
対
し
て
は
、
換
気
空
調
設
備
の
隔
離
等
に
よ
り
、
特
重
施
設
要
員
が
事
故
対
策
に
必
要
な
各
種
の
操
作
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す

る
。

○
（
申
請
範
囲
外
）

1
3
3
④
予
期
せ
ぬ
有
毒
ガ
ス
の
発
生
に
お
い
て
も
、
特
重
施
設
要
員
に
対
し
て
配
備
し
た
防
護
具
を
着
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
事
故
対
策
に
必
要
な
各
種
の

操
作
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
手
順
と
体
制
を
整
備
す
る
。

○
（
申
請
範
囲
外
）

1
3
4
ま
た
、
上
記
③
に
お
い
て
、
原
子
炉
制
御
室
運
転
員
か
ら
有
毒
ガ
ス
発
生
の
連
絡
を
受
け
る
た
め
の
通
信
連
絡
設
備
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
既
許
可

申
請
に
お
い
て
審
査
し
た
第
４
２
条
に
適
合
す
る
た
め
の
通
信
連
絡
設
備
を
使
用
す
る
と
し
て
い
る
。

○
（
申
請
範
囲
外
）

1
3
5

 
－

（
申
請
範
囲
外
）

1
3
6
規
制
委
員
会
は
、
申
請
者
の
計
画
に
お
い
て
、
固
定
源
及
び
可
動
源
か
ら
の
有
毒
ガ
ス
並
び
に
予
期
せ
ぬ
有
毒
ガ
ス
の
発
生
に
対
す
る
緊
急
時
制

御
室
の
運
転
員
の
防
護
措
置
と
し
て
、
上
記
①

 か
ら
④
の
手
順
等
を
手
順
書
に
整
備
す
る
と
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

○
（
申
請
範
囲
外
）

11



行
関
西
電
力
株
式
会
社
高
浜
発
電
所
の
発
電
用
原
子
炉
設
置
変
更
許
可
申
請
書

（
１
号
、
２
号
、
３
号
及
び
４
号
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
変
更
）
に
関
す
る
審
査
書

運
用
事
項

保
安
規
定

 
該
当
項
目

保
安
規
定
記
載
内
容

1
3
7
固
定
源
か
ら
の
有
毒
ガ
ス
に
対
し
て
は
、
防
液
堤
等
の
防
護
措
置
を
講
じ
る
こ
と
で
、
運
転
員
の
吸
気
中
の
有
毒
ガ
ス
濃
度
が
有
毒
ガ
ス
防
護
の
た
め

の
判
断
基
準
値
を
下
回
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
の
手
順
を
整
備
す
る
と
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
可
動
源
か
ら
の
有
毒
ガ
ス
に
対
し
て
は
、
緊
急

時
制
御
室
換
気
設
備
の
隔
離
等
の
手
順
等
を
整
備
す
る
と
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
な
お
、
通
信
連
絡
設
備
を
使
用
し
て
も
、
第
４
２
条
及
び
重
大

事
故
等
防
止
技
術
的
能
力
基
準
２
．
２
項
の
適
合
性
に
影
響
を
与
え
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

○
（
申
請
範
囲
外
）

1
3
8

予
期
せ
ぬ
有
毒
ガ
ス
の
発
生
に
対
し
て
は
、
防
護
具
を
配
備
し
、
着
用
の
指
示
、
操
作
を
行
う
手
順
等
を
整
備
す
る
と
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

○
（
申
請
範
囲
外
）

1
3
9
以
上
の
こ
と
よ
り
、
規
制
委
員
会
は
、
重
大
事
故
等
防
止
技
術
的
能
力
基
準
１
．
０
項
の
要
求
事
項
に
適
合
す
る
も
の
と
判
断
し
た
。

－
（
申
請
範
囲
外
）

1
4
0

 
－

1
4
1

 
－

1
4
2
Ⅴ

 審
査
結
果

－

1
4
3
関
西
電
力
株
式
会
社
が
提
出
し
た
「
高
浜
発
電
所
の
発
電
用
原
子
炉
設
置
変
更
許
可
申
請
書
（
１
号
、
２
号
、
３
号
及
び
４
号
発
電
用
原
子
炉
施
設
の

変
更
）
」
（
平
成
３
１
年
２
月
８
日
申
請
、
２
０
１
９
年
１
１
月
１
４
日
及
び
２
０
１
９
年
１
２
月
２
日
補
正
）
を
審
査
し
た
結
果
、
当
該
申
請
は
、
原
子
炉
等
規
制

法
第
４
３
条
の
３
の
６
第
１
項
第
２
号
（
技
術
的
能
力
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
３
号
及
び
第
４
号
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

－

1
4
4
な
お
、
本
申
請
に
係
る
高
浜
発
電
所
に
つ
い
て
、
規
制
委
員
会
は
、
平
成
３
１
年
度
第
４
回
原
子
力
規
制
委
員
会
に
お
い
て
、
大
山
火
山
の
大
山
生
竹

テ
フ
ラ
（
Ｄ
Ｎ
Ｐ
）
の
噴
出
規
模
は

1
1
㎦

 程
度
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
、
及
び
、
大
山
倉
吉
テ
フ
ラ
（
Ｄ
Ｋ
Ｐ
）
と
Ｄ
Ｎ
Ｐ
が
一
連
の
巨
大
噴
火
で
あ
る
と
は
認
め

ら
れ
ず
、
上
記
噴
出
規
模
の
Ｄ
Ｎ
Ｐ
は
火
山
影
響
評
価
に
お
い
て
想
定
す
べ
き
自
然
現
象
で
あ
る
こ
と
を
認
定
し
、
上
記
の
と
お
り
認
定
し
た
事
実
に
基

づ
け
ば
、
火
山
事
象
に
係
る
「
想
定
さ
れ
る
自
然
現
象
」
の
設
定
と
し
て
明
ら
か
に
不
適
当
で
あ
り
、
設
置
許
可
基
準
規
則
第
６
条
第
１
項
へ
の
不
適
合

が
認
め
ら
れ
る
た
め
、
原
子
炉
等
規
制
法
第
４
３
条
の
３
の
２
３
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
基
本
設
計
な
い
し
基
本
的
設
計
方
針
を
変
更
す
べ
き
旨
、
令

和
元
年
６
月
１
９
日
に
関
西
電
力
株
式
会
社
に
命
じ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
関
西
電
力
株
式
会
社
か
ら
は
、
令
和
元
年
９
月
２
６
日
に
当
該
事
項
に
係
る
設

置
変
更
許
可
申
請
が
な
さ
れ
て
い
る
。

－

1
4
5
規
制
委
員
会
は
、
（
ⅰ
）
平
成
３
１
年
度
第
４
回
原
子
力
規
制
委
員
会
に
お
い
て
判
断
し
た
と
お
り
、
大
山
火
山
は
活
火
山
で
は
な
く
噴
火
が
差
し
迫
っ

た
状
況
に
あ
る
と
は
い
え
ず
、
上
記
の
と
お
り
認
定
し
た
Ｄ
Ｎ
Ｐ
の
噴
出
規
模
の
噴
火
に
よ
る
降
下
火
砕
物
に
よ
り
当
該
発
電
所
が
大
き
な
影
響
を
受
け

る
お
そ
れ
が
あ
る
切
迫
し
た
状
況
に
は
な
い
こ
と
、
（
ⅱ
）
上
記
の
命
令
の
適
切
な
履
行
に
よ
り
上
記
の
不
適
合
状
態
は
是
正
す
る
こ
と
が
で
き
、
か

つ
、
大
山
火
山
の
状
況
に
照
ら
せ
ば
こ
れ
で
足
り
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
上
記
命
令
に
係
る
手
続
が
進
ん
で
い
る
現
在
の
状
況
下
に
お
け
る
本
件
の
審
査

に
お
い
て
は
、
Ｄ
Ｎ
Ｐ
の
噴
出
規
模
を
含
め
火
山
事
象
に
係
る
「
想
定
さ
れ
る
自
然
現
象
」
に
つ
い
て
は
、
既
許
可
の
想
定
を
前
提
と
し
て
、
本
申
請
に

つ
い
て
の
基
準
適
合
性
を
判
断
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
本
申
請
に
係
る
高
浜
発
電
所
に
つ
い
て
、
規
制
委
員
会
は
、
令
和
元
年
度
第
１
６
回
原
子

力
規
制
委
員
会
に
お
い
て
、
「
隠
岐
ト
ラ
フ
海
底
地
す
べ
り
」
に
よ
る
取
水
路
防
潮
ゲ
ー
ト
開
状
態
で
の
津
波
（
以
下
「
本
件
津
波
」
と
い
う
。
）
が
基
準
津

波
と
し
て
選
定
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
、
適
切
な
期
間
内
に
基
本
設
計
な
い
し
基
本
的
設
計
方
針
を
変
更
す
る
た
め
の
設
置
変
更
許
可
申
請
が
行
わ
れ

る
必
要
が
あ
る
と
の
原
子
力
規
制
庁
の
現
時
点
に
お
け
る
評
価
を
了
承
し
た
（
以
下
、
「
隠
岐
ト
ラ
フ
海
底
地
す
べ
り
」
に
よ
る
津
波
警
報
が
発
表
さ
れ

な
い
可
能
性
の
あ
る
津
波
に
関
す
る
知
見
を
「
本
新
知
見
」
と
呼
ぶ
。
）
。
関
西
電
力
株
式
会
社
か
ら
は
、
令
和
元
年
９
月
２
６
日
に
当
該
事
項
に
係
る

設
置
変
更
許
可
申
請
が
な
さ
れ
て
い
る
。

－

1
4
6
規
制
委
員
会
は
、
（
ⅰ
）
令
和
元
年
度
第
１
６
回
原
子
力
規
制
委
員
会
に
お
い
て
原
子
力
規
制
庁
の
評
価
を
踏
ま
え
て
判
断
し
た
と
お
り
、
取
水
路
防
潮

ゲ
ー
ト
４
門
の
う
ち
２
門
が
閉
止
し
て
い
る
状
態
（
１
、
２
号
炉
の
停
止
状
態
）
が
維
持
さ
れ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
は
、
本
件
津
波
に
よ
る
水
位
上
昇
に
よ

り
敷
地
が
浸
水
す
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
本
件
津
波
に
よ
る
水
位
下
降
に
よ
り
海
水
ポ
ン
プ
の
取
水
機
能
が
喪
失
す
る
こ
と
は
な
い
と
考
え

ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
本
件
津
波
に
よ
っ
て
高
浜
発
電
所
が
大
き
な
影
響
を
受
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
状
況
に
は
な
い
こ
と
、
（
ⅱ
）
取
水
路
防
潮
ゲ
ー
ト
３
門

以
上
を
開
状
態
と
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
許
認
可
を
行
わ
な
い
こ
と
に
よ
り
、
規
制
上
も
こ
れ
を
担
保
で
き
る
こ
と
、
（
ⅲ
）
第
２
回
「
警
報
が
発
表
さ
れ
な

い
可
能
性
の
あ
る
津
波
へ
の
対
応
の
現
状
聴
取
に
係
る
会
合
」
（
令
和
元
年
７
月
１
６
日
開
催
）
に
お
い
て
示
さ
れ
た
関
西
電
力
株
式
会
社
の
対
応
方

針
が
履
行
さ
れ
れ
ば
、
本
新
知
見
が
規
制
手
続
に
お
い
て
適
切
に
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
か
つ
、
上
記
（
ⅰ
）
（
ⅱ
）
に
照
ら
せ
ば
こ
れ
で
足
り
る
こ

と
な
ど
か
ら
、
本
新
知
見
の
取
り
入
れ
に
係
る
規
制
手
続
が
進
ん
で
い
る
現
在
の
状
況
下
に
お
け
る
本
件
の
審
査
に
お
い
て
は
、
基
準
津
波
に
つ
い
て

は
、
既
許
可
の
想
定
を
前
提
と
し
て
、
本
申
請
に
つ
い
て
の
基
準
適
合
性
を
判
断
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

－
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